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令和４年６月１日

各 国 公 立 大 学 法 人 担 当 課 

独立行政法人国立高等専門学校機構担当課 

大学又は高等専門学校を設置する各地方公共団体担当課  御中 

大学又は高等専門学校を設置する公立大学法人を設立する各地方公共団体担当課

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課

大学を設置する各学校設置会社担当課

スポーツ庁地域スポーツ課

熱中症事故の防止について（依頼） 

 標記については、例年、スポーツ活動中をはじめとして、熱中症による被害が多く発生
しております。 
 熱中症は、スポーツ等の活動前に適切な水分補給を行うとともに、必要に応じて水分や
塩分の補給ができる環境を整え、活動中や終了後にも適宜補給を行うこと等の適切な措置
を講ずれば十分防ぐことが可能です。また、熱中症の疑いのある症状が見られた場合には、
早期に水分・塩分の補給、体温の冷却、病院への搬送等適切な処置を行うことが必要です。 

スポーツ庁においては、熱中症の事故防止のための適切な措置を講じるよう、都道府県
及び指定都市スポーツ主管課に対し、「熱中症事故の防止について（依頼）」（令和４年
５月３１日付４ス健ス第１０号）（別添）のとおり通知しました。 

 また、一般社団法人大学スポーツ協会（UNIVAS）が発行している「UNIVAS 安全安心ガイ

ドライン（第２版）」（ガイドライン）では、熱中症も含め、全ての大学・競技団体等に

共通する安全安心に関わる遵守すべき事項（安全管理体制のあり方や頭頸部外傷、脳震盪、

熱中症、心停止などの重大事故の予防策等）が明記されております。 

熱中症の発生は、梅雨の合間に突然気温が上昇した日や梅雨明けの蒸し暑い日等、体が

暑さに慣れていない時期に起こりやすいことにも留意しつつ、大学及び高等専門学校にお

かれては、別添及びガイドラインを参照し、熱中症事故防止のための適切な措置を講ずる

ようお願いします。 

国公立大学法人におかれてはその設置する大学等に対して、独立行政法人国立高等専門

学校機構におかれてはその設置する高等専門学校に対して、大学又は高等専門学校を設置

する地方公共団体及び文部科学大臣所轄学校法人におかれてはその設置する大学等に対し

て、大学を設置する学校設置会社におかれてはその設置する大学に対して、本件について

周知されるようお願いします。 



 
                 

 
（参考） 
○UNIVAS安全安心ガイドライン（第２版） 
https://img.univas.jp/uploads/2022/04/UNIVAS_Safty_Security_Guiedline2.pdf 
 
 
 
 

 
【本件担当】 
 

 

 

 

スポーツ庁地域スポーツ課 
地域スポーツ振興係 担当：松尾・松藤 
アドレス：tiikisport@mext.go.jp 
電話：03-5253-4111(内線 3951) 
F A X：03-6734-3955 
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熱中症事故の防止について（依頼） 

 

 

 標記については、例年、御協力をいただいているところでありますが、スポーツ活動中

をはじめとして、依然として熱中症による被害が多く発生しております（別紙）。 

 熱中症は、スポーツ等の活動前に適切な水分補給を行うとともに、必要に応じて水分や

塩分の補給ができる環境を整え、活動中や終了後にも適宜補給を行うこと等の適切な措置

を講ずれば十分防ぐことが可能です。また、熱中症の疑いのある症状が見られた場合には、

早期に水分・塩分の補給、体温の冷却、病院への搬送等適切な処置を行うことが必要です。 

 

 政府としては、毎年４月１日～９月 30 日を期間とする「熱中症予防強化キャンペーン」

を実施し、本キャンペーンでは住民の熱中症予防行動を促すため、各省庁が連携して時期

に応じて適切な呼びかけを行うなど、国民や関係機関への周知等を強化します。 

 熱中症の発生は、梅雨の合間に突然気温が上昇した日や梅雨明けの蒸し暑い日等、体が

暑さに慣れていない時期に起こりやすいことにも留意し、各位におかれては、下記を参照

し、熱中症事故防止のための適切な措置を講ずるようお願いします。 

 なお、都道府県スポーツ主管課におかれては、所管の市区町村スポーツ主管課に対して

本件を周知されるようお願いします。 
 

 

記 

 

１．「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」（令和元年５月改訂、公益財団法人日

本スポーツ協会）等を参考として、関係者に対して熱中症事故防止に必要な事項の理解

を徹底するとともに、「熱中症予防強化キャンペーン」について、関連する部局・課と

も連携し、その趣旨を踏まえて熱中症予防に取り組むようお願いします。 

 

２．環境省のホームページ（熱中症予防情報サイト）では、熱中症の目安となる暑さ指数

（WBGT：湿球黒球温度）、熱中症への対処方法に関する知見等の情報を提供しています

ので、適宜、御活用ください。 

殿 



  また、昨年度から全国で運用が開始された「熱中症警戒アラート」（別添１参照）に

つきましては、本年度は４月２７日より情報提供がされております。これは、熱中症の

危険性が極めて高い暑熱環境が予測される際に発表され、本情報も活用しながら、熱中

症事故の防止について、適切に御対応いただくようお願いします。 

 

３．イベント主催者は施設管理者、警察、消防（救急搬送）、地方公共団体、関係団体と連

携しながらイベントを運営する必要があることから、熱中症事故の防止に関し関連する

部局・課に対して周知していただくよう、お願いします。なお、イベント等の運営に当

たっては、強化キャンペーン以外においても、この趣旨を踏まえて適切に対応するよう

お願いします。 

 

４．学校の水泳プールの開放にあたっては、「学校屋外プールにおける熱中症対策」（平

成３１年３月、スポーツ庁委託事業により独立行政法人日本スポーツ振興センター作

成）等を参考に、子供から大人まで誰もが水泳活動を安全安心に親しめる環境づくりと

いう観点に立ち、地域の実情等に応じて、適切に対応するようお願いします。 

 

５．運動やスポーツを行う際は、十分な距離（２ｍ以上を目安）を確保できる場合にはマ

スクの着用は必要ないこと、マスクを着用しないで行う場合は、新型コロナウイルス感

染症の拡大を防止するための対策を講じることについて、注意喚起をお願いします。特

に夏場については、熱中症予防の観点から、マスクを外すことを推奨していただくよう

お願いします。 

  また、マスクを着用して運動やスポーツを行う場合は、体温を下げにくくなって熱中

症になりやすくなること、息苦しさを感じた時はすぐにマスクを外すことや休憩を取る

こと等、無理をしないことについて、注意喚起をお願いします。 

なお、運動やスポーツを行う際には、三つの密（密閉、密集、密接）に該当する場所

を避け、時間、場所を選んで実施していただくようお願いします。 

 

  スポーツ庁及び関係省庁のホームページにおける参考サイトを以下に記載いたしま

すので、適宜ご参照ください。なお、以下のリンク先につきましては、今後の状況に応

じ情報が更新される場合がありますので、随時最新情報を確認するようお願いします。 

  

参考１：スポーツ庁 HP 「新型コロナウイルス感染対策 スポーツ・運動の留意点

と、運動事例について」https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/m

catetop05/jsa_00010.html 

 

参考２：新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止については、政府や都道府県の      

方針・要請に従い、適切な対応に努めていただくようお願いします。 

厚生労働省 HP 「新型コロナウイルス感染症について」 https://www.mhlw. 

go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.ht

ml#houshin 

環 境 省 HP  「 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス に 関 連 し た 感 染 症 対 策 」 

https://www.env.go.jp/saigai/novel_coronavirus_2020

.html 



スポーツ庁 HP 「スポーツ関係の新型コロナウイルス感染拡大予防ガイド

ラインについて」

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcateto

p01/list/detail/jsa_00021.html 

 

 

 

 

【本件担当】 
 
 
 
 
 

スポーツ庁健康スポーツ課 
事業係 担当：塚本・水名口 
アドレス：kensport@mext.go.jp 
電話：03-5253-4111(内線3939) 
FAX：03-6734-3792 

 

 



【参考資料】 

１ 環境省 
「熱中症環境保健マニュアル 2022」（令和 4 年 3 月改訂） 
 https://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_manual.php 
「夏季のイベントにおける熱中症対策ガイドライン 2020」（令和 2 年 3 月改訂） 
 https://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_gline.php 
「熱中症予防情報サイト」 

 （ＰＣ）https://www.wbgt.env.go.jp/ 
 （スマートフォン）https://www.wbgt.env.go.jp/sp/ 
 （携帯電話）https://www.wbgt.env.go.jp/kt/ 
２ 気象庁 
 「熱中症から身を守るために」 
  https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kurashi/netsu.html  
３ 公益財団法人日本スポーツ協会  

「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」（令和元年 5 月発行） 
 https://www.japan-sports.or.jp/medicine/heatstroke/tabid523.html 
 「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」改訂のポイント 
 https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/supoken/doc/heatstroke/heatstroke_leaflet202007.PDF 

４ 独立行政法人日本スポーツ振興センター 
「熱中症を予防しよう－知って防ごう熱中症－」（平成 31 年 3 月発行） 
 https://www.jpnsport.go.jp/anzen/default.aspx?tabid=114 
「スポーツ事故防止ハンドブック」（令和 2 年 12 月） 
 https://www.jpnsport.go.jp/anzen/tabid/1746/Default.aspx 
「学校屋外プールにおける熱中症対策」（平成 31 年 3 月発行） 
 https://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/bousi_kenkyu/tabid/1905/Default.aspx 

５ 中央競技団体 
「安全対策ガイドライン」（公益財団法人日本陸上競技連盟） 
 https://www.jaaf.or.jp/rikuren/pdf/safety.pdf 
「オープンウォータースイミング（OWS）競技に関する安全対策ガイドライン」（公益財団法人日本水泳連盟） 

https://swim.or.jp/achievement/#anc5_1 
「熱中症対策ガイドライン」（公益財団法人日本サッカー協会）  
 http://www.jfa.jp/documents/pdf/other/heatstroke_guideline.pdf 
「ボート競技と熱中症について」（公益社団法人日本ボート協会） 
 http://www.jara.or.jp/info/2008/medicine20080602.html 
「バレーボールにおける暑さ対策マニュアル」（公益財団法人日本バレーボール協会） 
 https://www.jva.or.jp/play/protect_heat/ 
「柔道の安全指導」（公益財団法人全日本柔道連盟） 
 http://judo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/02/anzen-shido-2020-5.pdf 
「熱中症 ソフトボール活動中の予防について」（公益財団法人日本ソフトボール協会）  
 http://www.softball.or.jp/info_jsa/joho/osirase/jsa_nettyushou2014.pdf 
「熱中症」（一般財団法人全日本剣道連盟）  
 https://www.kendo.or.jp/knowledge/medicine-science/heatstroke/ 
「ラグビー外傷・障害対応マニュアル」（公益財団法人日本ラグビーフットボール協会）  

https://www.jrfuplayerwelfare.com/ 
「安全対策 ～熱中症」（公益財団法人全日本なぎなた連盟） 
 https://www.naginata.jp/naginata/heatstroke.html 
「運動中の事故を防止するために～競技団体からの提言～」（公益社団法人日本トライアスロン連合） 
 https://www.jtu.or.jp/news/2014/140711-1.html 
「熱中症再発防止提言」（公益社団法人日本アメリカンフットボール協会） 

https://americanfootball.jp/wp-content/uploads/2019/09/b110d20d35645f34fcca8b6fc69d9ea6.p
df 
※中央競技団体については、全てを網羅しているものではありません。 

６  東京都 
    東京都が主催する大規模イベントにおける医療・救護計画ガイドライン 
    https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kyuukyuu/saigaiiryou.html 
７ 公益財団法人スポーツ安全協会 
  大会主催者向けに安全管理のための啓発資料 
  https://www.sportsanzen.org/content/images/other/guide3.pdf 

 



新生児 乳幼児 少年 成人 高齢者 合計 死亡 重症 中等症 軽症 その他 合計

1 北海道 0 12 145 618 1,171 1,946 7 66 629 1,189 55 1,946

2 青森県 0 3 72 156 318 549 6 11 195 334 3 549

3 岩手県 0 3 49 174 377 603 3 18 189 387 6 603

4 宮城県 0 13 118 346 478 955 2 25 495 433 0 955

5 秋田県 0 6 40 135 373 554 5 33 190 312 14 554

6 山形県 0 1 59 167 370 597 4 25 209 318 41 597

7 福島県 1 3 71 305 539 919 3 29 258 628 1 919

8 茨城県 1 4 97 485 672 1,259 1 35 489 734 0 1,259

9 栃木県 0 2 79 273 358 712 0 24 261 427 0 712

10 群馬県 0 9 97 262 462 830 0 22 384 424 0 830

11 埼玉県 0 12 245 951 1,494 2,702 2 69 896 1,735 0 2,702

12 千葉県 1 25 175 791 1,011 2,003 1 40 686 1,276 0 2,003

13 東京都 0 21 261 1,317 1,847 3,446 1 104 1,162 2,178 1 3,446

14 神奈川県 0 35 255 856 1,098 2,244 0 65 850 1,328 1 2,244

15 新潟県 0 5 93 362 632 1,092 4 37 406 642 3 1,092

16 富山県 0 1 39 81 227 348 2 9 135 202 0 348

17 石川県 0 1 39 150 336 526 0 18 156 352 0 526

18 福井県 0 2 32 81 176 291 1 7 125 158 0 291

19 山梨県 0 5 28 125 201 359 0 7 143 209 0 359

20 長野県 0 7 63 167 427 664 1 17 277 369 0 664

21 岐阜県 0 4 91 282 485 862 1 26 365 468 2 862

22 静岡県 1 12 116 380 597 1,106 0 28 382 696 0 1,106

23 愛知県 1 27 291 965 1,308 2,592 1 31 688 1,872 0 2,592

24 三重県 0 5 66 256 426 753 3 12 145 500 93 753

25 滋賀県 0 2 55 144 277 478 1 10 89 378 0 478

26 京都府 0 6 86 307 655 1,054 0 12 208 825 9 1,054

27 大阪府 0 16 304 1,011 1,513 2,844 3 20 599 2,222 0 2,844

28 兵庫県 0 18 238 619 1,219 2,094 3 34 598 1,459 0 2,094

29 奈良県 0 5 82 212 309 608 0 12 166 430 0 608

30 和歌山県 1 5 39 144 282 471 1 10 102 357 1 471

31 鳥取県 0 2 34 92 217 345 1 7 165 172 0 345

32 島根県 0 1 42 86 203 332 0 16 156 160 0 332

33 岡山県 0 13 93 301 630 1,037 3 30 327 664 13 1,037

34 広島県 0 6 77 347 696 1,126 2 22 467 635 0 1,126

35 山口県 0 1 58 153 287 499 0 4 146 349 0 499

36 徳島県 0 6 39 100 262 407 3 9 116 206 73 407

37 香川県 1 3 49 124 223 400 2 20 160 218 0 400

38 愛媛県 0 3 53 165 364 585 2 17 169 397 0 585

39 高知県 0 0 24 127 278 429 0 12 107 269 41 429

40 福岡県 0 15 217 692 1,093 2,017 2 18 896 1,076 25 2,017

41 佐賀県 0 6 51 162 228 447 0 6 137 286 18 447

42 長崎県 0 3 63 234 376 676 0 11 298 367 0 676

43 熊本県 0 7 123 319 597 1,046 1 34 635 376 0 1,046

44 大分県 0 5 52 150 391 598 2 10 295 291 0 598

45 宮崎県 0 3 58 168 414 643 0 21 223 395 4 643

46 鹿児島県 0 2 98 263 634 997 2 20 432 543 0 997

47 沖縄県 0 13 54 354 411 832 4 30 257 512 29 832

7 359 4,610 15,959 26,942 47,877 80 1,143 16,463 29,758 433 47,877

0.0% 0.7% 9.6% 33.3% 56.3% 100.0% 0.2% 2.4% 34.4% 62.2% 0.9% 100.0%

※端数処理（四捨五入）のため、割合の合計は100％にならない場合があります。

割 合

   41  熱中症による救急搬送状況（令和3年）

「都道府県別の年齢区分別、初診時における傷病程度別救急搬送人員」

都道府県

令和3年5月1日～9月30日

年齢区分別（人） 初診時における傷病程度別（人）

合　計【人】

別紙



熱中症による死亡者数・救急搬送人
員は高い水準で推移しており、気候
変動等の影響を考慮すると熱中症対
策は極めて重要

「熱中症警戒アラート」について

環境省 気象庁×

熱中症警戒アラート

高温注意情報を、熱中症の発生との相
関が高い暑さ指数（WBGT）を用い
た新たな情報に置き換える

１. 背景 ２.発表方法

暑さ指数（WBGT）とは、

人間の熱ﾊﾞﾗﾝｽに影響の大きい

気温 湿度 輻射熱

の3つを取り入れた暑さの厳しさを示す指標です。

府県予報区内のどこかの地点で暑さ
指数（WBGT）が33以上になると予
測した場合に発表

＜地域単位＞

気象庁の府県予報区等単位で発表

該当府県予報区内の観測地点毎の

予測される暑さ指数（WBGT）

も情報提供

＜タイミング＞

前日の17時頃及び当日の朝５時頃に
最新の予測値を元に発表

報道機関の夜及び朝のニュースの際に
報道いただくことを想定

「気づき」を促すものであるため、一
度発表したアラートはその後の予報で
基準を下回っても取り下げない

３. 発表の基準 ４. 発表の地域単位・タイミング

注1）日本生気象学会指針より引用
注2）日本スポーツ協会指針より引用

全国における 発表地域：53地域/58地域
発表日数：75日/183日
延べ発表回数：613回
※4/28～10/27時点

７. 令和３年度の実績

熱中症の危険性が極めて高くなると予測される日の前日または当日に発表される
ため、日頃から実施している熱中症予防対策を普段以上に徹底することが重要。

（例）
不要不急の外出は避け、昼夜を問わずエアコン等を使用する。

高齢者、子ども、障害者等に対して周囲の方々から声かけをする。

身の回りの暑さ指数（WBGT）を確認し、行動の目安にする。

エアコン等が設置されていない屋内外での運動は、原則中止／延期をする。

のどが渇く前にこまめに水分補給するなど普段以上の熱中症予防を実践する。

６. 発表時の熱中症予防行動例

環境省・気象庁が新たに提供する、暑さへの「気づき」を呼びかけるための情
報。熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境が予測される際に発表し、国
民の熱中症予防行動を効果的に促す。

※各地域の暑さ指数は環境省の
熱中症予防情報サイト参照

５. 情報の伝達方法（イメージ）

別添１

※ 農作業従事者向けの「MAFFアプリ」や訪日外国人旅行者向けの「Safety tips」、
LINE公式アカウントをはじめとしたSNSアカウント等も活用し、情報を発信。

令和4年度は４月27日(水)から10月26日(水)まで実施
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　2019 年 3 月、大学スポーツ協会（UNIVAS）は、「大学スポーツの振興により『卓越性を有する人材』を

育成し、大学ブランドの強化及び競技力の向上を図る。もって、我が国の地域・経済・社会の更なる発展

に貢献する」ことを設立理念として設立されました。

　その中で、大学スポーツ協会は 3 つの事業内容を大きな柱として設定いたしました。一つ目が「学びの

環境整備」事業であり、二つ目の事業が「大学スポーツにおける安全安心の確保」、三つ目が「大学スポーツ

を盛り上げる」事業であります。「大学スポーツにおける安全安心の確保」の検討は、日本版 NCAA 設立

準備委員会作業部会及び大学スポーツ協会安全安心作業部会で約 2 年間に亘り行って参りました。

　この「大学スポーツにおける安全安心の確保」のために作成されたのが本ガイドラインであります。初版

は 2020 年 1 月に発刊しましたが、このたび、落雷による外傷、ハラスメントや暴力の防止を追加し、改訂

第 2 版を発刊することになりました。今後も必要に応じて改訂して参ります。

　これまでは、それぞれの大学や競技団体において安全安心なスポーツ活動の取り組みがなされて参り

ましたが、本ガイドラインによる共通の基準を適用することで、より一層安全安心な活動を目指していただく

ことを願っております。

　そして、本ガイドラインが、大学スポーツにおける安全安心な活動が実施されるための一助となり、

ひいては大学スポーツの発展に貢献することを期待しております。

2022 年 4 月

一般社団法人大学スポーツ協会

安全安心委員会委員長　　川原　貴
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第１章 ｜ UNIVAS安全安心ガイドラインについて

　1．UNIVAS における安全安心の取組

　UNIVAS は、スポーツ基本計画（第 2 次、2017 年～）の「今後 5 年間に総合的かつ計画的に取り組む施策」

に基づいた、わが国初の大学横断的・競技横断的な大学スポーツ統括組織であり、以下の理念の実現を目

指すものである。

大学スポーツの振興により、「卓越性を有する人材」を育成し、大学ブランドの強化及び

競技力の向上を図る。もって、我が国の地域・経済・社会の更なる発展に貢献する。

　 UNIVAS における安全安心に関する取組は、安全安心担当理事、その他の理事、会員大学所属の専門

家及び有識者により構成される安全安心委員会が担当する。また、会長の承認に基づいた下部組織として、

安全安心作業部会と安全安心調査研究部会を設置し、事務局の安全安心部と共に実務を担当する（図 1-1）。

　UNIVAS は、その設立理念に賛同し、加盟した大学、中央競技団体、学生競技団体等によって構成され

ている。UNIVAS における安全安心に関する取組とは、上記の大学・競技団体等のネットワークを活用した、

安全安心の体制づくりに向けた支援・助言である。具体的には、UNIVAS に加盟する大学・競技団体等に

おいて、先行して安全安心の体制づくりを行っている事例や安全安心委員会構成メンバーが有する知見を収

集し、体制が不十分な各大学スポーツ現場への人材配置等の支援や、加盟する大学・競技団体等の安全管

設立理念

図 1-1 大学スポーツ協会（UNIVAS）組織図
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理やリスクマネジメントに関する助言を行う。さらに、安全安心委員会が各大学スポーツ現場における事故事

例に関する情報収集を行い、そのデータをもとにして、事故予防に向けた研究や予防策の提言を行う。

　2．UNIVAS 安全安心ガイドラインの目的と位置付け

（1）ガイドラインの目的

　学生が安心してスポーツに取り組めるようにするためには、競技の安全性を確保しなければならない。しか

しながら、大学スポーツにおける重大事故は毎年一定数発生しており、これに対応する十分な安全のガイド

ラインを整備していない大学・競技団体もあるのが現状である。そのため UNIVAS は、その設立理念に

基づき安全な大学スポーツを担保するために本ガイドラインを発行する。

　本ガイドラインの策定は、大学・競技団体等のこれまでの個別の取組を、UNIVAS が競技横断的に整備し

てすべての競技の安全安心のレベルを底上げし、その基準を一層向上させることを目的としている。競技横

断的なガイドラインを策定することで、競技間の情報交換を促進し、学生や指導者等の安全安心に対する意

識をより一層向上させることが期待される。

（2）ガイドラインの位置付け

　スポーツには様 な々競技があり、実質的な安全安心を確保するためには、その競技の特性に応じた柔軟な

対応が必要である。しかし、大学・競技団体等ごとに安全安心に対する取組は様々で、最新の医科学的

知見に基づいた国際的な安全水準を定義し、それらを指導者ライセンス制度などで浸透させている大学・競技

団体等もあれば、安全対策が十分とは言えない大学・競技団体等もある。そこで本ガイドラインを活用し、

すべての大学・競技団体等が、大学スポーツの安全安心を担保する体制を構築する必要がある。

　この UNIVAS 安全安心ガイドラインは、すべての大学、すべての競技団体、すべての指導者が遵守する

ことを推奨するものである。それぞれの所属団体で整備されている安全安心に係るガイドラインと照らし、不

足している場合は本ガイドラインを適用することで、大学・競技団体等が安全安心な大学スポーツの環境を整

備することを目指す。
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第 2 章 ｜ 事故防止のための安全管理体制

　1．事故発生要因から見た事故防止の取組

　  日本の大学スポーツは大学の課外活動（部活動）として行われているが、「学校教育活動の一環」に位置

付けられている高校の部活動と比べると、その位置付けについて明確な規定はなく曖昧な部分がある。しか

し大学を評価する認証評価機関の 1 つ、大学改革支援・学位授与機構は、「学生の部活動や自治会活動等

の課外活動は広い意味での大学教育の一環として重要であり、これらの課外活動が円滑に行われるよう支援

が必要」としており、大学は学生の自主的・自律的な活動の意義を尊重しつつ、部活動に適切に関与するこ

とが求められる。特に学生の学業の充実や、学生が安心して部活動に取り組める安全管理体制の構築など

に関して、大学が積極的に関与することが重要である。

　大学スポーツの安全管理体制は、学生や各運動部の指導者だけではなく、大学運営の責任者である学長を

はじめ、課外活動を支援する部局（学生支援課等）やスポーツ施設の管理を行う部局（施設課等）など、大学

スポーツを一体的に統括する事務局（スポーツ統括部局）によって構築されるべきものと捉える必要がある。

スポーツ活動に伴う事故の発生要因は多様であるが、諸要因を分類して一般化・パターン化すると具体的な予

防対策を講じやすくなる。スポーツ事故の発生要因を、「活動内容（目標と計画）」、「施設・設備・用具」、そ

して「人」の 3 つにカテゴリー化すると、学生、指導者及び事務局職員が取り組むべき具体的な事故予防対

策が明確化される。

（1）活動内容（目標と計画）

1）目標に応じた活動

　スポーツ活動に参加する学生の目標に応じた、適切な活動内容が計画的に実施されるべきである。

目標に合致しない無計画な活動は、スポーツ事故の遠因となりやすい。目標、すなわち獲得したい

成果に対して、適切な練習内容（強度、時間、頻度等）が準備されているかを慎重に吟味すること

が重要である。

2）安全に配慮した活動

　スポーツ活動は段階的に行われるべきであり、それが実現されないと安全確保が困難になる。運

動強度は徐々に上げることが大切で、例えば 1 回の活動としても、長期間繰り返される活動としても、

低い強度の運動に始まり段階的に強度の高い運動へ移行すべきである。同様に、運動時間は徐々

に長く、難易度も次第に高くなるような練習プログラムを用意することが重要で、他にも高さ（高・低）

や速度（速・遅）などの視点についても、安全に配慮した活動場所や動作を考慮すべきである。

3）自然環境の変化に対応した活動計画

　雨、風、雷のような自然環境の変化に対して、臨機応変に対応する準備が必要である。また暑熱・

寒冷条件の変化は、学生の生理的応答に大きな影響を与えるため、柔軟に活動計画を調整し、
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安全を確保する対応が求められる。さらには自然災害等に関する正しい知識に基づいた、適切な危

険回避行動（活動中止、避難、退避）を用意しておくべきである。

4）緊急体制の確認

　緊急時に迅速、かつ適切な対応ができるように、あらかじめ緊急時行動計画（Emergency 

Action Plan、EAP）を整えておく必要がある。

（2）施設・設備・用具

1）施設・設備の点検・整備

　スポーツ活動を行うグランドや体育館、あるいは武道場などの施設・設備の不良の有無を常に点

検し、必要に応じて整備すべきである。不整地なグラウンド、床面に損傷がある体育館、畳の一部

に亀裂がある道場などは、それ自体がスポーツ事故の直接的な原因になる。またスポーツ施設の広

さに応じて活動人数を制限するなど、学生同士の衝突事故を回避する工夫も求められる。

2）用具の点検・整備

　スポーツ活動に使用する用具の定期的な点検・整備は、用具本来の性能発揮に資するだけでなく、

破損等に伴う事故防止の観点から、安全管理上も極めて重要である。

3）救護資機材の配備と点検

自動体外式除細動器（Automated External Defibrillator、AED）、救急箱、ストレッチャー等は、

EAP に沿った緊急時対応が実現できるように、適切な場所に配備され、定期的に点検されている

か確認する必要がある。

（3）人

1）学生に内在する要因の把握

　スポーツ活動の主体である学生自身に内在する事故に関連する要因を、正確に把握することが重

要である。具体的には、学生の体力、体格、知識、技能、体調、性格、情緒、規範意識、既往症、

摂食・睡眠状況、疲労状態、精神状態などであり、これらの特性を踏まえた適切なスポーツ活動

内容を選択するべきである。また事故を誘発すると想定される要因については、積極的に排除する

努力を続けるべきである。

2）指導者に内在する要因の把握

　学生のスポーツ活動を指導する立場にある、指導者に内在する事故関連要因についても捉えてお

く必要がある。スポーツ指導者としての専門的知識・技能・指導技術レベルは、高いことが望まし

い要因であり、これらが低いと事故を誘発しやすくなる。また、1）の学生に内在する事故要因を的

確に掌握（観察）する能力を有することもスポーツ事故防止に大きく貢献する。
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3） 事務局職員に内在する要因の把握

　指導者に比べて学生のスポーツ活動現場に立ち会うことが少ない事務局職員にも、事故関連要因

が内在する可能性があることを認識しておく必要がある。例えば、事故予防体制、緊急対応体制及

び事後対応体制といった安全管理体制の構築には、スポーツ統括部局の事務局職員の責任意識が

不可欠といえる。また、スポーツ事故に関する情報収集、（2）で示した施設・設備・用具の点検・整備、

それを実行可能にする事業・予算計画の立案においても非常に重要な役割を担っていると考えられる。

　2．大学スポーツ統括部局等による事故防止の取組

（1）大学スポーツ統括部局における安全管理体制

　 大学スポーツの安全管理体制は、学長を筆頭に事務局の各関連部局が横断的に機能することが望ましい。

またスポーツ事故等への対応として、発生前（日常の予防）、発生時（緊急対応）、発生後（事後対応、再発

防止策の構築）の 3 つの局面を想定した安全管理体制を、大学スポーツ統括部局等を中心にして全運動部

で統一的に構築することが求められる。

1）事故予防体制

　指導者及び事務局職員は、下記のような安全管理意識の向上を図る取組を、計画的に実施する

ことが求められる。

●スポーツ活動中の事故や、使用する施設・設備・用具の危険個所など運動部を取り巻くリスク全

般の洗い出し

●大学内指導者連絡協議会のような、各運動部を横断しての定期的な情報（安全管理・事故等）

共有が可能な機会の確保

●事故を防止するための様 な々義務（安全配慮義務等）・責任について啓発する研修等の機会の確

保（ 1 年に 1 回以上）

●学生に向けた保険加入の推奨と、学生・指導者の保険加入状況（加入の有無、加入保険の補償

範囲把握）の確認（ 1 年に 1 回以上）

●安全な施設・設備・用具の維持・管理を目指した大学全体としての事業・予算計画の立案と、施設・

設備・用具の危険箇所に対する改善に向けた 1 年以内の費用対応

　 学生は、下記のような安全管理意識の向上を図る取組を、定期的・日常的に実施することが求

められる。

●保険への加入

● AED の設置場所の確認・使用方法の研修、心肺蘇生法の研修、EAP のシミュレーションなど

実践的かつ体系的な安全管理教育の定期的な学習（ 1 年に 1 回以上）

●安全に使用するための施設・設備・用具の維持・管理
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2）緊急対応体制

　スポーツ事故等が発生した場合の緊急時救護対応は、生命の危機につながる可能性もある重要

なものである。次に挙げる具体的な緊急対応を立案することにより、EAP を整備し、定期的に見直

しを図ることと周知することが求められる。

●すべてのスポーツ活動現場（体育館、競技場等）における EAP の立案、

　及び担当者の任命と研修の実施

●事故現場における最初の応答者の役割の明確化

●運動部指導者、及び大学への緊急連絡体制の明確化

●緊急時の連絡経路、救護資機材の機能と確認、医療機関への緊急搬送経路の確保、受診を必

要としない場合の対応、救急車（緊急車両）等の大学施設内の誘導経路・地図の共有といった

学内の救護体制の有効化

3）事後対応体制

　スポーツ事故が発生した際、緊急時の救護体制と並んで事後対応が重要である。事故の当事者 

（学生、保護者）への慎重な対応や、再発防止策の構築が求められる。さらに、スポーツ現場で発

生し得る事故の現状を知り、その対策を立てるためには事故情報の集約を行うことが重要となってくる。

●大学と各運動部による事故の詳細な調査・ケガの容態の把握とそれらの集約

●事故発生時の緊急対応の検証・原因究明、大学と各運動部での情報共有

●該当スポーツ事故の予防、被害低減に向けた再発防止策の検討 

　将来的には、各大学単位でスポーツ統括部局のような大学スポーツに関する横断的組織を新たに設置して、

その長を中心に安全管理を含めたマネジメント体制を整えることが望ましい。これは、安全安心のための体

制確保のみならず、大学におけるスポーツ活動のガバナンスを機能させる基盤となり得る。

（2）学生競技団体における安全管理体制

　大学スポーツの競技大会は、その多くが中央競技団体の下位団体である学生競技団体によって運営されて

おり、その組織規模や形態は様々である。例えば、管轄する競技大会の人気や知名度の関係から、地方の

学生競技団体の方が中央の学生競技団体よりも組織化が進んでいる事例もある。また、法人格を取得してい

る学生競技団体が存在する一方、任意団体で運営を行っている学生競技団体も多く存在している。任意団体

の場合、学生が責任者である運営体制としている事例も散見されることから、上部組織である中央競技団体

の指導の下、緊急時の体制構築を進めることが望ましい。

1）学生競技団体に想定される事故防止に関する組織

　学生競技団体の主な役割は競技大会の運営であり、それに関連して安全管理、広報、財務など

の幅広い部門を設置し、加盟大学運動部と連携して運営することが想定される。一方で、各加盟大

学運動部の日常的な活動における安全管理体制の構築に寄与することも重要である。ここでは特に、

事故防止体制の観点から想定される部門について挙げていく。

●安全管理部門：競技大会開催時及び開催準備時の会場における安全対策、スポーツ活動中の事

故の洗い出し、会場の施設・設備・用具の危険箇所の洗い出し、ガイドラインや研修等による啓
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発活動の企画

●審判部門：競技上、重大な事故に繋がる事象についての確認と、その予防に向けた判定基準の共有

● 強化部門：競技レベルや技術の向上に伴う事故のリスクの想定と、予防に向けた指導法の検討

● 運営部門：他部門で検討された安全管理・事故防止の取組の現場レベルでの徹底、活動中に発

生した事故に関する情報収集・集約、各加盟大学運動部の学生・指導者の保険加入状況の確認

  （ 1 年に 1 回以上）

2）事故予防体制

　加盟大学の関係者に対して、下記のような安全管理意識の向上を図る取組を、計画的に実施する

ことが求められる。

●加盟大学指導者連絡協議会のような定期的な情報（安全管理・事故等）共有の仕組みづくり

●出場登録選手（学生）に対する保険加入状況の確認

●競技大会の会場となる施設側との施設・設備の安全管理状況の確認

3）緊急対応体制

　スポーツ事故等が発生した場合の緊急時救護対応は、生命の危機に繋がる可能性もある重要なも

のである。特に、競技大会時の緊急対応は、大学内の施設とは異なり、通常使用していない施設で

あることも考えられる。会場となる予定の施設との連携・協働を通じて、EAP を整備する必要がある。

●競技大会の会場となる施設の関係者を交えて、EAP の立案、及び大会運営関係者（学生含む）への周知

●事故現場における最初の応答者の役割の明確化

●加盟大学の運動部指導者を通じた各大学での緊急連絡体制を機能させることを確認

●緊急時の連絡経路、救護資機材の機能と確認、医療機関への緊急搬送経路の確保、受信を必

要としない場合の対応、救急車（緊急車両）等の会場施設内の誘導経路・地図の共有といった

競技大会開催時の救護体制の有効化

4）事後対応体制

　スポーツ事故が発生した際、緊急時の救護体制と並んで事後対応が重要である。事故の当事者

（学生、保護者）に対する、当事者が所属する大学と連携した慎重な対応が必要となってくる。また、

再発防止策の構築を進めるうえで、スポーツ現場で発生し得る事故情報の集約・検証を行い、加盟

大学と共有できる仕組みづくりが求められる。

●当事者が所属する大学運動部と連携しての事故原因の詳細な調査、事故発生時の緊急対応の

検証、さらに、それらの情報の集約と加盟大学間での共有

●当該スポーツ事故の予防・被害低減に向けた再発防止策の検討と、加盟大学への具体的施策の

普及

　上記のような体制構築が不十分な学生競技団体においては、UNIVAS の各種支援の活用や、加盟大学と

の情報交換、さらには中央競技団体との連携を通して運営体制を整えることが求められる。

7



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＜参考文献＞
公益財団法人日本体育協会（2014）公認スポーツ指導者養成テキスト共通科目Ⅱ「第 2 章スポーツと法」
望月克也（2009）学生スポーツのおける移動・合宿の管理者責任について．スポーツメディスン、115 号 : 40-41. 



第 3 章 ｜ 大学スポーツにおける重大事故の予防

　1．スポーツ活動中の重大事故の概要

　 スポーツ活動中は、捻挫や打撲など比較的軽微な事故だけではなく、頭頚部外傷（頭蓋内損傷）、頚

椎損傷（脊髄損傷）、熱中症、心停止、落雷による外傷（雷撃症）など、生命の危機につながる重大（重篤）

な事故が発生する可能性がある。学生が安心してスポーツ活動に取り組めるようにするには、あらかじめ

発生し得る事故を想定して予防対策を講じること、そして事故発生時の悪影響を最小限に抑え、重大事故

へ発展させないように緊急時行動計画（Emergency Action Plan、EAP）を構築することが必要である。

　このようなスポーツ活動中の事故は、主に外因性の「スポーツ外傷」と熱中症や心停止などの「内因性疾

患」に分けられ、いずれも重大事故に発展するリスクがある。症状を悪化させず医療機関に迅速に引き継

ぐ安全安心のための EAP の作成、そしてスポーツ活動を実施する組織単位、あるいは大学単位での 

EAP 教育の推進が強く望まれる。

（1）頭部外傷

　重症の頭部外傷は頭部を強打すること等で生じる脳の損傷と考えられ、アメリカンフットボール、ラグビー、

柔道、ボクシング、スノーボードなどでの発生が多くみられるが，他のスポーツ種目で発生する可能性がある。

　スポーツ活動中の頭部外傷の程度を、受傷直後に、その場で正確に判断することは非常に難しい。な

ぜなら頭部打撲直後に、重症頭部外傷を疑う意識障害等の症状が必ず発現するわけではなく、頭蓋内

で生じている変化を外観から判断できないためである。意識は脳損傷の程度を反映する最も有用な指標

となることから、「日本昏睡スケール（Japan Coma Scale、JCS）」などを参照して受傷直後の意識レベ

ルと、その後の意識レベルの変化を継続的に、かつ注意深く観察することが重要で、悪化した場合には

速やかに救急要請を行うべきである。

（2）頚部外傷

　頚部外傷（頚髄損傷）はコンタクトスポーツであるラグビー、アメリカンフットボールや柔道で多く発生し、

また体操競技の転落や、水泳の飛び込み等でも生じることがある。

　受傷直後の初期対応を誤ると二次損傷を引き起こす可能性があり，頚髄損傷を疑った慎重な対応が

必要である。手足のしびれや麻痺がある場合には不用意に受傷者を動かさず、救急隊員が到着するまで、

頭部を両手で押さえ頚椎が動かないようにすることが大切である。発生頻度の高いスポーツ種目では EAP

を作成し、事故対応の定期的な訓練を行い、頭部頚椎を動かさない移送方法、救助のためのスクープストレッ

チャーの使用など、具体的な救護対応に慣れておくべきである。

（3）熱中症

　 スポーツによる熱中症死亡事故の全貌を捉えた国内データはないが、学校のスポーツ活動中に生じた

死亡事故は、屋外種目では野球、ラグビー、サッカー、屋内種目では柔道や剣道で多く発生し、あらゆる
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スポーツ種目で発生する可能性がある。

　熱中症は予測可能で、予防できる疾病であることから、学生や指導者等は、熱中症予防のための周

到な準備を怠ってはいけない。スポーツ活動中の湿球黒球温度（Wet Bulb Globe Temperature、

WBGT）のモニタリング、環境条件に合わせた活動内容の調節、着衣の工夫、暑熱環境への順化など

は非常に重要である。さらに水分補給のためのスポーツドリンクや経口補水液、身体冷却のための保冷

剤（アイスパック等）や冷水浴用バスタブ、扇風機等は、すべてのスポーツ種目の活動時に用意されるこ

とが望ましい。

（4）心停止

　突然死は「発症から 24 時間以内の予期せぬ内因性（疾病による）死亡」と定義される（世界保健機関）。

突然死の多くは心停止による心臓突然死であり、その他に脳血管障害によるものなどが考えられる。また

スポーツ活動に伴う心臓突然死は、ランニング、水泳、野球、その他の様 な々スポーツ種目で起こり得る。

　心臓突然死を防ぐには、自動体外式除細動器（Automated External Defibrillator、AED）の速や

かな活用が極めて有用で、AED の適正配置に努め、学生や指導者等への心肺蘇生法教育の推進や

EAP の効果的な運用を目指すべきである。

（5）落雷による外傷

　落雷による外傷は、屋外でのスポーツ活動において多く発生する。

　落雷による外傷を回避するためには、学生、指導者のみならず、当該スポーツ活動に関わるすべての

関係者（施設管理者、大会等運営者、保護者等）が、落雷の及ぼす危険性についての正確な科学的知

識に基づき、避難等の予防対策を理解しておく必要がある。また、もし事故が起こった場合でも、冷静

かつ迅速に対応できることが肝要である。特に指導者は気象情報を確認し、雷鳴等の落雷の兆候がみ

られた場合には、速やかに活動の中止・中断の判断を行い、避難を誘導する必要がある。

　2．重大事故の予防と対応

（1）頭部外傷

　スポーツ活動中に発生し得る重症頭部外傷をもたらす頭部への衝撃の加わり方は、理論上、大きく3

つに分類することができる。直達外力（損傷部に直接的に外力が加わるもの）、並進加速度、及び回転

加速度である。しかし実際には、これらの衝撃が複雑に組み合わさって重症頭部外傷が生じると考えら

れ、その発生機序は明確に特定できるものではなく、病態も多様である。

1）スポーツ活動中の頭部外傷の発生機序と病態

　直達外力による頭部外傷は、野球やゴルフのボール、あるいは陸上競技の投擲等の飛来物が、

偶発的に頭部に衝突して生じることが多い。外力の直撃部位直下の皮膚や軟部組織が吸収しきれな

い強い衝撃が加わると頭蓋骨骨折が生じ、また骨折がなくても、脳挫傷や急性硬膜外血腫等が発

生することもある。
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　またスポーツ活動中には、他の選手や壁などに勢いよく衝突したり、高所から落下したりして頭部

に衝撃が加わることがあるが、その際に頭部に並進加速度（直線的な加速度）がかかる。その結果、

衝突部位直下の脳が損傷し（直撃損傷）、その影響で対角線の部位に陰圧が生じて脳挫傷や脳出

血等が発生する（対側損傷）こともあると考えられている。

　一方、スポーツ活動中の重症頭部外傷の中で最も発生頻度が高いのは、頭部への衝撃で脳の表

面にある血管が切れ、脳を包む膜である硬膜とクモ膜の間、すなわち硬膜下に出血が生じて血腫

が形成される急性硬膜下血腫である。出血が多い場合は大脳が圧迫され、頭蓋内圧が高まり、頭

痛や嘔吐を来して意識障害が現れる。さらに頭蓋内圧が亢進すると、脳幹を圧迫して生命に危険が

及ぶ（昏睡や呼吸停止）。アメリカンフットボール、ラグビー、柔道、ボクシング、スノーボードなど

で発生しやすいとされている。これは頭部を回転させるような力、すなわち回転加速度が頭部に加

わり、激しく揺さぶられることで、頭蓋骨・硬膜（両者は強く結合）と脳の挙動に大きなズレが生じ、

それらを繋ぐ架橋静脈等が破綻して生じると考えられている。

　軽度の頭部外傷である脳振盪は、頭部へ加えられた衝撃等で脳が揺さぶられることによって起こ

る一過性の脳機能の異常とされ、画像検査などでも脳損傷等の異常が認められないために、一般

的に軽視される傾向にある。記憶障害（健忘）、頭痛、めまい、ふらつき、吐き気、目の焦点が合

わない等の様々な神経症状が出現するが、それらは短時間で完全に回復する。しかし症状からは

脳振盪と判断されるケースの中に、急性硬膜下血腫が紛れ込んでいることもあり、頭部を打撲して

脳振盪が疑われる場合、その対応は慎重になされるべきである。

2）スポーツ活動中の頭部外傷予防対策

　直達外力や並進加速度が頭部に衝撃を与える場合、ヘルメットやヘッドガードの着用はその衝撃

を緩衝する作用を有するため、予防対策として有効である。規格に適合し、適正なサイズのものを

適切に使用し、定期的な点検を行うことが重要である。また直達外力をもたらす飛来物を回避でき

る環境条件（防球ネットの設置等）の整備も忘れてはいけない。

　一方、急性硬膜下血腫発生の主な要因と考えられる回転加速度は、ヘルメット等の着用によっても減

弱されることはなく、頭蓋骨・硬膜と脳とのズレを減少させる効果を持たない。したがって、頭部に回

転加速度が加わる競技種目においては、ヘルメット着用の頭部外傷予防的効果は低い。理論上、加速

度による頭部への衝撃が最大となるのは、頭部が何らかの対象物に衝突（打撲）した瞬間である。例

えば、頭部の動きが衝突時に急停止（負の加速度が発生）すると、脳の実質が慣性によって動き続けよ

うとするため、頭蓋骨・硬膜と脳との挙動が不一致となり、両者を繋ぐ血管が伸展破断するリスクが最

大となると考えられる。反対に、静止した頭部に衝突によって急激な回転力が加えられると（正の加速

度が発生）、同様の機序で脳実質と頭蓋骨・硬膜の動きが不一致となる。したがって、回転加速度に

よる重症頭部外傷の予防には、頭部に大きな加速度を発生させる頭部打撲の回避が第一に求められる。

競技種目の特性により限界はあるものの、頭部への衝撃を減弱するために頚部を中心にした体幹部の

筋力強化を図ることは有用と考えられる。アメリカンフットボールやラグビーではタックル時、あるいは柔

道では受け身時の受傷が多いことがわかっており、関連技術の向上も予防対策として重要である。
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3）頭部外傷発生時の対応

①意識障害と脳振盪の評価

　スポーツ活動中に頭部を打撲した際には、受傷時の意識レベルとその後の変化を正しく観察する

ことが重要で、意識障害の表現には JCS（図 3-1）が用いられることが多い。意識障害は経時変化

することがあり、意識が完全に正常になるまで 5 分間隔程度で質問を繰り返す必要がある。JCS が

2 桁や 3 桁の場合、あるいは症状が悪化していく場合には、早期診断・早期治療を最優先に考え、

救急要請して専門医療機関へ搬送する。また、激しい頭痛、繰り返す嘔吐、手足の麻痺、けいれん

などの症状がある場合には、硬膜下血腫や、脳損傷が疑われるので、救急搬送する。

　意識障害が一時的であったり、全くなかったりしても、脳振盪症状の有無を適切に評価する必要

がある。特に頭痛が強い，あるいは嘔吐（嘔気）を伴う場合は，意識障害の有無に関わらず頭蓋

内の出血の可能性を疑い，速やかに医療機関へ救急搬送すべきである．スポーツ現場で、非医療

従事者が脳振盪を簡便に評価する方法として、「脳振盪認識ツール 5（The Concussion Recognition 

Tool 5th Edition、CRT5）」（図 3-2）が提案されており、有効活用が推奨される。
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図 3-1 日本昏睡スケール（JCS）
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図 3-2 脳震盪認識ツール 5（CRT5）
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脳振盪後の段階的復帰プロトコル

カテゴリー

中学生以下

高校生・高専生

医師管理下にない
大学生・成人

医師管理下にある
大学生・成人

ステージ1

安静期間

受傷後最低2週間

受傷後最低2週間

受傷後最低2週間

受傷後最低24時間

医師管理下にある ： 医師が直接管理　または医師補助者がいる
日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー
　　　　　　　　　　　+
日本ラグビーフットボール協会脳震盪講習会受講者

受傷後23日目

受傷後21日目

受傷後21日目

受傷後6日目

8日間

6日間

6日間

4日間

ステージ2-5

リハビリ期間

ステージ6

最短試合復帰日

②脳振盪後の競技復帰計画

　本格的な競技への復帰は慎重になされるべきである。競技団体の一部では段階的な競技復帰計

画の手順（段階的復帰プロトコル）が設定されており、それらに基づき、段階的に負荷を漸増して

復帰を図る必要がある（図 3−3）。

　以下に公益財団法人日本ラグビーフットボール協会の段階的復帰プロトコル（Graduated Return 

To Play、GRTP）の一例を示す（図 3− 4）。

段階 目的 活動／運動 各段階の目標

1 症状を増悪させない範囲での活動 症状を誘発しない範囲の日常動作 就業や学校生活の段階的な再開

2 軽い有酸素運動
ウォーキングやエアロバイクを用いた
緩徐から中等度の運動
筋力トレーニングは避ける

心拍数の増加

3 スポーツの特性に合わせた運動 ランニングやスケートなど，頭部への
衝撃や回転を伴わない運動 運動 （負荷） の追加

4 接触プレーのない運動 より負荷の高い練習 （パス練習など）
より高負荷の筋力トレーニングの開始 練習，調整，思考力の増加

5 接触プレーを含む練習 メディカルチェックを受けたあとに
通常練習

自信の回復，コーチによる競技
上の技術の評価

6 スポーツ活動復帰 競技 （試合） 復帰

補足：段階的競技復帰を開始する前に，24～48時間の身体的かつ心理的な休息が薦められる。各段階には，それぞれ
最低24時間（かそれ以上）をかけるべきで，筋力トレーニングは，後半の段階（最短でも段階3または4）まで
待つ。症状が遷延する（ 成人では10～14日以上，小児では1ヵ月以上続く）際には，脳振盪管理に精通した医師や
専門の医療従事者にその後について相談すべきである。

図 3-3 段階的スポーツ復帰計画

図 3-4 公益財団法人日本ラグビーフットボール協会の段階的復帰プロトコル
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（2）頚部外傷（頚髄損傷）

1）スポーツ活動中の頚部外傷の発生機序と病態

　頚椎は 7 つあり頚椎の中央部には中枢神経である脊髄が通る。脊髄は脳からの様々な指令を四

肢に伝えたり、四肢からの感覚情報を脳に伝えたりする役割を持つ。頚椎の運動は伸展、屈曲、回

旋であり、頚椎と頚椎の間にある椎間板は運動に際してクッションの役を担う。頚椎の過屈曲、過伸

展、過回旋が起こると脊髄を損傷する危険が生じる。頚部の脊髄損傷を頚髄損傷という。

　スポーツ活動中の頚髄損傷の発生は、ラグビー、アメリカンフットボール、柔道などのコンタクトスポー

ツに多いことが知られ、体操競技の転落や、水泳の飛び込み等で受傷する事例も報告されている。

　ラグビーではタックル時に過屈曲や屈曲回旋が起こり、スクラムやラック時には相手選手や味方選

手の体重が頚部にかかり過屈曲状態が起こりやすい。アメリカンフットボールでは主にタックルやブ

ロック等のコンタクト時に、頭頂部が相手に衝突して頚椎への大きな軸圧がかかり発生するケースが

多いが、過伸展や屈曲回旋によっても起こる場合がある。柔道では片足支持の内股等の施技時、

相手を投げきれずに頭頂部から畳に突っ込み、両者の体重を受けて頚椎の過屈曲が生じて受傷す

ることが多い。体操競技で頭部から床に転落した場合や、水泳の飛び込みでプール底面に頭部を

強打した場合（頚椎過屈曲と過伸展のいずれに起因する事例もあり）などにも、頚髄損傷が発生す

ると考えられている。

　頚髄損傷では頚部痛を主訴として、四肢の痺れや疼痛などの感覚障害、運動麻痺などの症状を

呈する。重症では呼吸筋に影響が及んで呼吸不全を伴うこともあり、脳幹へ影響が及ぶと意識消失

を合併する場合もある。受傷直後に一時的な四肢麻痺となるが時間経過とともに回復する一過性四

肢麻痺という病態もある。

2）スポーツ活動中の頚髄損傷予防対策

　スポーツ活動中の頚部外傷は、頚部の過屈曲、過伸展、過回旋、あるいは頚椎へ大きな軸圧が

かかることで生じると考えられ、第 4 ～ 6 頚椎の脱臼骨折や頚髄損傷が多い。傷害の予防には僧

帽筋等の頚部付近や体幹部分の筋力の強化が必要である。ウエイトトレーニングでは必ず頚部のト

レーニングを加えるべきである。また、ラグビーやアメリカンフットボール等では、コンタクト時に頭

部を下げない（ヘッズアップ）、顎を引き頚部付近の筋を緊張させる、コンタクト方向は下方から上方へ、

などといった頚部外傷リスクを低減するコンタクト技術や受け身姿勢の習得を徹底的に図る必要が

ある。柔道、体操競技、水泳等においても、頭部の強打につながる動作や姿勢を矯正するとともに、

衝突を回避する方法や器具の開発・設置を試みたり、水深等についての配慮を怠らないようにした

りすることが重要である。

3）頚髄損傷発生時の対応

　頚部外傷が疑われる場合は、声掛けするなどして症状を確認し速やかに対応する（図 3-5）。意識

がない場合、四肢に麻痺がある場合は、大至急、救急要請し病院へ搬送する。救急車を待つまで

の間、頭頚部の安定を保つためグラウンドに寝かせたまま頚部を動かさないようにして救助を待つ（図

3-6）。搬送を行う場合には頚部の安定が保たれるストレッチャーやスパインボードを使用する（図

3-7）。
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　近年は、頚髄損傷の徴候や症状が認められなくても、その可能性が完全に排除できない場合は「損

傷がある」と仮定し、また頚部付近の痛みを訴えている場合には頚椎骨折の疑いも考えられるため、

用手的に頭頚部の保持をして脊椎運動制限（Spinal Movement Restriction, SMR）を行うことが

求められている。

頚部外傷のフローチャート

意識はあるか？

手足は動くか？

頚椎の動きは良いか？

頭部外傷
の合併？

頚髄損傷
の可能性

頚椎の骨折、脱臼
重大な捻挫の可能性

頚
椎
の
安
静
と

競技中止と安静

プレーヤー、コーチの判断で競技継続も

起き上がれるか？

スタート
No

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

救
急
要
請

図 3-5 頚部外傷発生時のフローチャート

図 3-6 頭頚部の安定の保持方法
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図 3-7 頚髄損傷が疑われる場合の搬送方法

ストレッチャーがある場合

ストレッチャーが無い場合

バックボード、頚部固定枕付きストレッチャーで運ぶ。

そのままグラウンドに寝かせ救急車の
到着を待つ。
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（3）熱中症

1）スポーツ活動中の熱中症の発生機序と病態

①熱中症の発生に影響を及ぼす因子

　体温は体内で熱を生み出す熱産生と、熱を体外に逃がす熱放散とのバランスで一定範囲に調節

されている。前者には、基礎代謝やホルモンの影響等が強く関与し、スポーツ活動時には骨格筋の

収縮に伴う大量の熱産生が生じる。後者には、皮膚血管を拡張して皮膚表面から体外に熱を逃が

す輻射、伝導、対流のほかに、汗腺から皮膚表面に分泌された汗が蒸発する際に必要なエネルギー

（気化熱）を周囲から吸収して体表面温度を低下させる現象も含まれる。両者のバランスが崩れて発

症する障害の総称を熱中症という。

　熱放散は環境要因の影響を強く受ける。通常、気温や湿度が高く、風（対流）の弱い環境では

熱放散が減少するため、そのような条件下で行われるスポーツを含む様 な々活動中は、屋内・外を

問わずに熱中症が発生しやすい。これは学校の管理下における熱中症事故が、日本の７月下旬から

８月上旬に多く発生するという事実に符合する。また特に、気温が低くても湿度が高い環境での

スポーツ活動中には、汗の蒸発が抑制されるために熱放散が減少し、熱中症事故が発生しやすい

ことには留意すべきである（図 3-8）。

　スポーツ活動時の熱産生量は、激しい運動では安静時の 10 ～ 15 倍に達する。運動強度が高い

スポーツ活動自体も、熱中症リスクを上げる要因になる。さらに晴天で日差しが強く、いわゆる直射

日光を浴びたり、地面からの輻射熱を受けたりする条件下で行われるスポーツ活動では、熱が体内

に入る（熱吸収）ために熱中症の発生リスクが高くなる。

　これらの「環境因子」や「行動因子（スポーツ活動）」の他にも熱中症の発生に関連する要因は多

く、体調、体格、年齢、衣服、水分摂取状況、過去の運動習慣、暑さへの慣れ、持病、投薬など、

1009080706050403020100

湿度（%）
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40

気
温
（
℃
）

非死亡例
死亡例

野球・ランニング レスリング減量

マラソン(11月)

マラソン(2月)

図 3-8 運動時熱中症発生時の相対湿度と気温の関係（1970 〜 2018 年）
「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」（第 5 版）公益財団法人日本スポーツ協会
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個人の「身体状況」が複雑に影響を及ぼす。例えば熱中症の既往のある選手、肥満や寝不足の選手、

有酸素性能力が低い選手、脱水傾向にある選手（二日酔い、嘔吐、下痢、カフェイン摂取などに

起因）、あるいは熱放散を阻害するような着衣をした選手では、熱中症が起こりやすくなる。

②熱中症の病態

　熱中症は病態（症状）から 4 つに分類することができる（図 3-9）。熱放散を促進するための皮膚

血管拡張が立位で生じると、血流が下肢に滞りやすくなって脳血流が低下し、一過性の意識消失（め

まいや失神）が生じる。これが比較的軽症の「熱失神」である。また発汗の増大によって水分と塩

分が喪失した後、水だけ（塩分濃度の低い水）を補給した場合などには血液中の塩分濃度が低下し、

痛みを伴う筋けいれん（こむら返り）が起こりやすい。これを「熱けいれん」といい、「熱失神」と

同様に軽症の熱中症と分類され、意識が清明である。発汗による脱水と皮膚血管拡張による血液

の体表面への貯留は、心臓が全身に送り出す循環血液量を低下させ、脳や内臓等の血流低下が脱

力感、倦怠感、めまい、頭痛、吐き気などの症状をもたらす。この症状が中等症に分類される「熱

疲労」であり、最もよく見られる熱中症の病態である。そしてこれらの熱放散反応が亢進しても、

さらに脱水と循環不全が進行すると発汗や皮膚血管拡張が起きなくなり、ついには意識障害を伴う

高体温を呈する「熱射病」となって、脳、肝臓、腎臓などの多臓器障害を併発して死に至ることも

ある。またスポーツ活動中の熱中症では，発汗や皮膚血管拡張は維持されていても，短時間で死

に至るケースも多いので留意すべきである。
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　本マニュアルでは、熱中症を「暑熱障害による症状の総称」として用いています。「暑熱環境にさらされた」と

いう状況下での体調不良はすべて熱中症の可能性があります。軽症である熱失神は「立ちくらみ」、同様に軽症

に分類される熱けいれんは全身けいれんではなく「筋肉のこむら返り」です。どちらも意識は清明です。中等症

に分類される熱疲労では、全身の倦怠感や脱力、頭痛、吐き気、嘔吐、下痢等が見られます。最重症は熱射病と

呼ばれ、高体温に加え意識障害と発汗停止が主な症状です。けいれん、肝障害や腎障害も合併し、最悪の場合に

は早期に死亡する場合もあります。

　日本救急医学会では2000年以降、また、熱中症の重症度を「具体的な治療の必要性」の観点から、Ⅰ度（現

場での応急処置で対応できる軽症）、Ⅱ度（病院への搬送を必要とする中等症）、Ⅲ度（入院して集中治療の必要

性のある重症）の分類を導入しました（表2-1）。

　重症度を判定するときに重要な点は、意識がしっかりしているかどうかです。少しでも意識がおかしい場合

には、Ⅱ度以上と判断し

病院への搬送が必要で

す。「意識がない」場合

は、全てⅢ度（重症）に分

類し、絶対に見逃さない

ことが重要です。また、

必ず誰かが付き添って、

状態を見守ってくださ

い。
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1．どんな症状があるのか

熱中症になったときにはⅡ

１．どんな症状があるのか

表2-1　熱中症の症状と重症度分類

Ⅱ度

Ⅲ度

分類

Ⅰ度

症　状 重症度

めまい・失神
　「立ちくらみ」という状態で、脳への血流が瞬間的に不充分にな

ったことを示し、“熱失神”と呼ぶこともあります。

筋肉痛・筋肉の硬直
　筋肉の「こむら返り」のことで、その部分の痛みを伴います。発

汗に伴う塩分（ナトリウム等）の欠乏により生じます。

手足のしびれ・気分の不快

頭痛・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感
　体がぐったりする、力が入らない等があり、「いつもと様子が違

う」程度のごく軽い意識障害を認めることがあります。

Ⅱ度の症状に加え、
意識障害・けいれん・手足の運動障害
　呼びかけや刺激への反応がおかしい、体にガクガクとひきつけ

がある(全身のけいれん)、真直ぐ走れない・歩けない等。

高体温
　体に触ると熱いという感触です。

肝機能異常、腎機能障害、血液凝固障害
　これらは、医療機関での採血により判明します。

熱失神

熱けいれん

熱疲労

熱射病

症状から見た診断

＊熱けいれんと熱失神は21頁のコラムも参照

重症度（救急搬送の必要性）を判断するポイント      

・意識がしっかりしているか？      

・水を自分で飲めるか？      

・症状が改善したか？      

搬送時、応急処置の際は、必ず誰かが付き添いましょう

熱中症の症状があったら、涼しい場所へ移し、すぐに体を冷やしましょう。 

（日本救急医学会分類2015より）
図 3-9 熱中症の症状と重症度分類

「熱中症診療ガイドライン 2015」一般社団法人日本救急医学会より一部改変
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2）スポーツ活動中の熱中症予防対策

①熱中症の発症リスク要因の把握と対策

　スポーツによる熱中症死亡事故は、適切な予防法を知って適切に対処すれば防ぐことができる。

そのために体温調節の破綻につながるリスク要因を正確に理解し、それらを積極的に排除する対策

が求められる。さらに熱中症が疑われる症状を早期に発見し、迅速な応急処置を開始することで死

亡事故を未然に防ぐ必要がある。

　熱中症の発生に関わるリスク要因は、すでに述べたように「環境」、「行動（スポーツ活動を含む）」、

及び「身体状況」であり、日常的な練習や試合の際にはこれらの要因について把握し、熱中症の

発生を減じる措置を施さねばならない。公益財団法人日本スポーツ協会では、「スポーツ活動中の熱

中症予防 5 ケ条」として以下の観点を挙げて、熱中症の発生予防に向けた啓発を行っている。

スポーツ活動中の熱中症予防 5 ヶ条

1．暑いとき、無理な運動は事故のもと

環境条件に応じて運動強度を調節し、適宜休憩をとり、適切に水分補給する。

2．急な暑さに要注意

急に暑くなったら、軽い運動にとどめ、暑さに慣れるまでの数日間は短時間の
運動から徐々に運動強度や運動量を増やす。

3．失われる水と塩分を取り戻そう

スポーツドリンクなどで、こまめに水分と塩分を補給する。運動による体重
減少は 2％以内に抑える。

4．薄着スタイルでさわやかに

夏季は吸湿性・通気性の高い衣服を着用し、直射日光下では帽子をかぶる。
防具をつけるスポーツでは、休憩中に衣服をゆるめ、熱を逃がす。

5．体調不良は事故のもと

体調の悪い時には無理をしない。体力の低い人、肥満の人、暑さに慣れてい
ない人、熱中症を起したことがある人などは暑さに弱いので注意が必要である。

22



② WBGT に基づくスポーツ活動の調節

　「環境」因子を把握するための指標に、気温、湿度、輻射熱、及び気流（風）の 4 要素から評

価する温度指数（暑さ指数）であるWBGT があり、熱中症予防に積極的に用いられている。

WBGT を基準にして、運動の仕方の目安を提示したのが「熱中症予防のための運動指針」である（図

3-10）。環境条件に応じた運動強度等の設定の仕方が具体的に示されており、指導者や学生には内

容を十分に理解し、最大活用することが求められる。

③指導者、学生への熱中症予防教育

　スポーツにおける熱中症は、健康な学生にでも生じる可能性がある。そのため、指導者や学生に

対する熱中症予防教育を徹底して、熱中症死亡事故を未然に防ぐ努力が求められる。特に指導者は、

自分自身の熱中症予防に関する知識を深めるだけでなく、学生指導を通して彼らの自立的な予防行

動の発現を誘導するように努めるべきである。

熱中症の危険性が高いので、激しい運動や持久走
など体温が上昇しやすい運動は避ける。10～20
分おきに休憩をとり水分･塩分を補給する。暑さ
に弱い人※は運動を軽減または中止。

熱中症の危険が増すので、積極的に休憩をとり
適宜、水分･塩分を補給する。激しい運動では、
30 分おきくらいに休憩をとる。

熱中症による死亡事故が発生する可能性があ
る。熱中症の兆候に注意するとともに、運動の
合間に積極的に水分･塩分を補給する。

通常は熱中症の危険は小さいが、適宜水分･塩
分の補給は必要である。市民マラソンなどでは
この条件でも熱中症が発生するので注意。

21

25

28

31

18

21

24

27

24

28

31

35

Ｗ
Ｂ
Ｇ
Ｔ 

℃

湿
球
温
度 

℃

乾
球
温
度 

℃

運動は
原則中止

厳重警戒
（激しい運動は中止）

警　　戒
（積極的に休憩）

注　　意
（積極的に水分補給）

ほぼ安全
（適宜水分補給）

特別の場合以外は運動を中止する。特に子ども
の場合には中止すべき。

図 3-10 熱中症予防運動指針
「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」（第 5 版）公益財団法人日本スポーツ協会

23



　指導者から学生に指導すべき具体的な予防行動として、次のようなものが考えられる。

●練習中には定期的なWBGT 測定を行い、環境条件を把握・記録する 

●定期的な水分補給（練習、及び試合前・中・後）の重要性を理解・実践する

●熱中症既往歴、現在の体調、感冒薬やカフェイン等の使用の有無について指導者に報告する

●けいれん、頭痛、嘔気、嘔吐など熱中症が疑われる自覚症状がある場合には，速やかに指導者

に報告する

3）熱中症発生時の対応

　熱中症が疑われるような症状がみられた場合、病態（症状）による 4 分類でなく、重症度（Ⅰ～

Ⅲ度）に応じて対処すべきである（図 3-9）。少しでも意識障害があると考えられる場合、すなわち

応答が鈍い、言動がおかしい時にはⅡ度以上と判断し、速やかに救急車を要請し、涼しい場所に

運んで脱衣と身体冷却を行いながら待つ。

　意識が正常な場合は、涼しい場所に移動し、衣服を緩めて仰臥位に寝かせて身体冷却をしながら、

水分と塩分の補給を行う。水分補給ができない、あるいは症状が改善されない場合にもⅡ度と判断

し、躊躇せずに救急要請して医療機関に搬送すべきである。

　熱中症では発生直後（30 分以内）の応急処置と対応（現場での身体冷却）が極めて重要であり、

以下に示す対応の流れを熟知しておくことが求められる（図 3-11）。

①涼しい環境への移動

　風通しの良い日陰や、冷房が効いている室内等の涼しい環境へ移動する。

②脱衣と冷却

　衣服を脱がせて、できるだけ速やかに身体を冷却する。氷水に全身を浸して冷却する「氷水浴／

冷水浴法」が最も効果的であるが、バスタブ等を使用できる環境が十分に整っていない現状では、

まずは水道につないだホースで全身に水をかけ続ける「水道水散布法」が推奨される（図 3-12）。い

ずれも困難な場合は、冷房の効いた涼しい部屋で、氷水で濡らしたタオル等を全身にのせて繰り返

し交換する。またうちわや扇風機で扇ぎ、気化熱を使って身体を冷却したり、皮膚直下に太い血管

のある部位（頚部、腋窩部、鼠蹊部）に氷やアイスパックを当てて追加冷却をしたりする。なお冷

却は迅速に開始し、救急車の到着を待つ間に体温を下げるよう努めることが重要である。

③水分・塩分の補給

　意識があれば、自力での経口補水が可能である。経口補水液やスポーツドリンクなどを使って，

水分と塩分を摂取させる。水分・塩分補給をしても症状が改善されない、自力で水分を摂取できない、

あるいは「嘔気」や「嘔吐」といった症状があれば、速やかに医療機関へ搬送する。

④医療機関へ搬送

　応答が鈍いなどの意識障害がある場合、自力で水分を摂取できない場合、水分補給後にも症状

が改善しない場合には、期を逸せずに 119 番通報して救急要請を行う。
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図 3-11 熱中症の応急処置
「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」（第 5 版）公益財団法人日本スポーツ協会

図 3-12 身体冷却の方法
「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」（第 5 版）公益財団法人日本スポーツ協会

9

熱中症の病型と救急処置PART 1

　現場での身体冷却法としては氷水に全身を浸して冷却する方法「氷水浴／冷水

浴法」が最も効果的とされています。マラソンレースの救護所などでバスタブが準

備でき、医療スタッフが対応可能な場合には、冷（氷）水浴法が推奨されます。学校

や一般のスポーツ現場では、水道につないだホースで全身に水をかけ続ける「水道

水散布法」が、次に推奨されます。それも困難な場合や学校現場などでは、エアコン

（最強で）の利いた保健室に収容し、氷水の洗面器やバケツで濡らしたタオルをたく

さん用意し、全身にのせて、次々に取り換えてください。扇風機も併用します。また、

氷やアイスパックなどを頚、腋の下、脚の付け根など太い血管に当てて追加的に冷

やすのもよいでしょう。

　現場での体温測定としては、「直腸温」が唯一信頼できる測定です。熱射病の診断

（＞40℃）にも、身体冷却中のモニタリングにも有用であり、直腸温が約39℃となるま

で冷却します。ただし、直腸温の測定ができない場合でも、熱射病が疑われる場合に

は身体冷却を躊躇すべきではなく、その場合には「寒い」というまで冷却します。運動

時の熱射病の救命は、いかに速く（約30分以内に）体温を40℃以下に下げることがで

きるかにかかります。現場で可能な方法を組み合わせて冷却を開始し、救急隊の到着

を待ってください。
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（4）心停止（心臓突然死）

1）スポーツ活動に伴う心停止（心臓突然死）の発生機序と病態

　スポーツ活動に伴う心臓突然死とは、運動中もしくは運動終了後 1 時間以内に発生したものと定

義されている。アスリートでも発生するが、一般人のレクリエーション的なスポーツ活動に伴う発生

が多い。

　スポーツ活動に伴う突然死の原因としては、心室細動による致死性不整脈などの心原性が 80％を

超える。心室細動の発生機序には様々な要因が影響し、心筋に栄養を与える冠状動脈の病気や

心筋そのものの病気、または胸部に強い衝撃を受ける心臓振盪などが挙げられる。一般に、若年者

に多いスポーツ活動に伴う心臓突然死は先天的な要因か、心筋炎や心臓振盪による後天的な要因

が多いとされ、中高年になると動脈硬化性の冠状動脈疾患によるものが多くなる。心室細動が一旦

発生すると数秒以内に意識を失って倒れ、数分以上放置されると死に至る。心室細動に対しては、

胸骨圧迫やAED による電気ショックが最も有効な救命方法であるが、1 分遅れるごとに約 10%

ずつ救命率が低下するとされており、その場にいる発見者（バイスタンダー）やスポーツ競技中の

救助者（スポーツファーストレスポンダー）による一刻も早い対応が必要となる。

　スポーツ種目別の心臓突然死発生頻度は、ランニング、サッカー、マラソン、水泳、トライアスロ

ンなど運動強度の高いスポーツで多く、また特に心臓振盪による心臓突然死は、野球、サッカー、

ラグビー、ラクロス、アイスホッケー、空手などで発生しやすいと指摘されている。

2）スポーツ活動に伴う心停止（心臓突然死）予防対策

①心停止の予防

　心停止の原因となる心室細動などを引き起こす危険な不整脈が、事前に診断されている場合もあ

るが、その存在に気づかぬまま、スポーツ活動中に突然、心室細動が発生するケースも多い。また

心臓振盪では心臓には何の異常も認められなくても、胸部への衝撃が心室細動を誘発すると考えら

れている。したがって、スポーツ活動に伴う心停止自体を未然に防ぐ手立てとして、平時に定期的

な心臓検診等で心電図検査を受け、異常があれば専門医の精密診断を受けることが求められる。

また過去に、胸痛や息切れ、めまい、失神等を経験したことがある場合にも、専門医の受診が勧

められる。さらにスポーツ活動を実施する当日の体調に気をつけて、不安があれば活動を中止する

選択肢も用意されるべきである。

②心臓突然死予防のための大学施設・スポーツ施設内へのAED 設置と掲示

　不幸にして予期せぬ心停止が発生した場合でも、その後の迅速な対応で心臓突然死を防ぐ必要が

ある。そのために最も重要なのは救急資機材、AED の準備である。一般社団法人日本救急医療財

団では、一般のスポーツジム、管理事務所を伴うグラウンド、球場等のスポーツ関連施設には AED

を設置することを推奨している。その結果、現状では 8 割以上の施設で 1 台以上のAED を設置し

ている。
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　AED 配置において考慮すべきこととして、心停止発生から 5 分以内に電気ショックができるよう

な場所へ設置することが挙げられる。屋外のスポーツ施設においては、AED を取りに行くまでの時

間を考慮して動線を考えておく必要がある。特に心停止のリスクが高いスポーツ種目を実施する施設

では、発生が予想される場所の近くに AED を配置し、心停止後 5 分以内の電気ショック実施を可

能とすべきである。また誰にでも分かりやすい場所に、誰もがアクセスできる（施錠しない、または

常駐者がいる）形態で配置することも重要である。そのために、AED 配置場所を周知するための

表示を行い、AED 誘導標識等を（図 3-13）を設置して工夫する必要がある。

　マラソンやトライアスロンなどのように、運動強度が高く、移動距離が長く、長時間に及ぶスポー

ツ競技では、AED の定点配置だけでは不十分で、コース全体を通して AED が使用できる体制を

整えるべきである。具体的には AED を移動させる工夫が求められ、自転車やバイク、電動カート、

自動車などを利用した AED 搬送システムを構築することが望まれる。マラソンやトライアスロンなど

のように、運動強度が高く、移動距離が長く、長時間に及ぶスポーツ競技では、AED の定点配置

だけでは不十分で、コース全体を通して AED が使用できる体制を整えるべきである。具体的には

AED を移動させる工夫が求められ、自転車やバイク、電動カート、自動車などを利用した AED 搬

送システムを構築することが望まれる。

3）心停止発生時の対応（一次救命処置）

　一次救命処置（Basic Life Support、BLS）は呼吸と循環をサポートする一連の処置であり、胸

骨圧迫と人工呼吸による心肺蘇生（Cardiopulmonary Resuscitation、CPR）と AED の使用が含

まれる（図 3-14）。BLS は誰もが実施可能な処置であり、心停止による心臓突然死を防ぐ上で、最

も大きな役割を果たすものである。

図 3-13　AED 誘導標識
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反応なし

大声で応援を呼ぶ

普段どおりの
呼吸あり

様子をみながら
応援・救急隊を待つ

胸骨圧迫 30回と
人工呼吸 2回の組み合わせ

呼吸なし
または死戦期呼吸＊1

AED装着

ただちに胸骨圧迫を開始する
強く（約５cm）＊2

速く（100～120 回/分）
絶え間なく（中断を最小にする）

電気ショック
ショック後ただちに
胸骨圧迫から再開＊3

ただちに
胸骨圧迫から再開＊3

救急隊に引き継ぐまで，または傷病者に普段どおりの呼吸や
目的のある仕草が認められるまで続ける

＊1 わからないときは
　胸骨圧迫を開始する

＊2 小児は胸の厚さの約 1/3

必要あり 必要なし

＊3 強く，速く，絶え間なく胸骨圧迫を！

人工呼吸の技術と意思があれば

安全確認1

2

3

4

5

6

7

8

119 番通報・AED依頼
通信指令員の指導に従う

呼吸は？

心電図解析
電気ショックは必要か？

図 3-14　市民用一次救命処置（BLS）アルゴリズム
「JRC 蘇生ガイドライン 2015」一般社団法人日本蘇生協議会
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①反応の確認と救急通報

　スポーツ活動中に突然倒れた際には、転んだ、ぶつかった、気絶したなど心停止を疑いにくい場

合が多い。倒れている傷病者を発見したら、まず周囲の安全を確認し、肩や顔を軽くたたいて大声

で呼びかけ（図 3-15）、反応がない場合はその場で大声で叫んで周囲の注意を喚起する。周囲の者

に救急通報（119 番通報）と AED の手配を要請する。

②呼吸の確認

　傷病者の呼吸の有無を確認する。呼吸の確認は胸と腹部の動きを観察し、動きがなければ「呼

吸なし」と判断する（図 3-16）。

　呼吸がない、あるいは異常な呼吸（しゃくりあげるような不規則な呼吸、死戦期呼吸）が認めら

れる場合には（死戦期呼吸では、胸と腹部の動きがあっても）心停止と判断し、ただちに CPR を

適用して、胸骨圧迫（心臓マッサージ）を開始する。これらの一連の呼吸の確認には、10 秒以上

かけないようにする。

図 3-15　反応の確認

図 3-16　呼吸の確認

胸に手を置き
腹部の動きを見て
10 秒以内（6 秒程度）で観察

呼吸の有無が心停止の判断基準！
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③胸骨圧迫（心臓マッサージ）

　訓練経験の有無に関わらず、心停止と判断された傷病者に対しては胸骨圧迫を施す（図 3-17）。

胸骨の下半分を、胸が 5cm 沈むように強く、100-120 回／分のテンポで圧迫する。小児における圧

迫の深さは胸の厚さの約 1/3 である。圧迫と圧迫の間には、胸を完全に元の位置に戻すために、

胸壁に力が加わらないようにする。CPR 中の胸骨圧迫の中断は最小限に抑え、AED を使用する場

合においても同様である。救助者が複数いる場合には、1-2 分目安に交代して、質の高い胸骨圧迫

を継続する。

　なお、人工呼吸については、それを行う技術と意思がある熟練者は行ってよい（胸骨圧迫と人工

呼吸を、30：2 の比で行う）が、そうでない者は省略し胸骨圧迫のみの CPR を行う。

図 3-17　胸骨圧迫

腕をまっすぐに伸ばし、手を重ね
100-120 回／分のテンポで
深さは胸が約 5cm 沈むように
できるだけ中断（10 秒以内）を
短くするよう交代しながら実施
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④　AED 装着

　AED が到着したら、胸骨圧迫を実施しつつAED を操作し、すぐに電源を入れる（ふたを開ける

と電源が入るタイプと、電源ボタンを押すタイプがある）。前胸部の衣服を脱がせ、右前胸部と左側

胸部に電極パッドを貼付する。皮膚とパッドが密着するように貼り、水分などあればタオルでふき取

る。音声の指示に従い、電気ショックが必要であれば傷病者に誰も触れていないことを確認しショッ

クボタンを押す。電気ショック後は、間髪入れず胸骨圧迫を再開する。音声が電気ショック不要と指

示した場合でも、意識がなければ胸骨圧迫を続ける。その後も 2 分ごとに発せられるAED の音声

指示に従う（図 3-18）

　二次救命処置を担当する救急隊などに引き継ぐか、あるいは呼びかけへの応答、普段通りの呼

吸や目的のある動作の出現が確認されるまで BLS を継続する。救急隊が到着したら、それまでに

行った処置の詳細を説明する（図 3-19）。

図 3-19　救急隊への伝達事項

図 3-18　AED 装着

電源投入
パッドをしっかり貼付
音声に従い操作
電気ショック後、直ちに胸骨圧迫再開
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（5）落雷による外傷

1）スポーツ活動中の落雷による外傷の発生機序と病態

　スポーツ活動を含めた屋外の広く開けた場所での活動中は、落雷が直接人に直撃するリスクが最

も高い。この直撃雷によって、非常に大きな電流が体内を流れると、心肺停止状態となり死亡する

確率が約 80％に達する。また直撃雷を受けた人や物（樹木等）から、電流が近くにいる人へ移る側

激雷も発生し、木の下への避難を行っていた場合などの死亡率も高いことが知られている。これら

の 2 パターンが、全落雷死の半数以上を占める。

　心肺停止以外にも、熱傷や意識障害、さらには爆風による鼓膜穿孔などが生じる可能性が指摘

されている。

2）スポーツ活動中の落雷による外傷の予防対策

　落雷発生のメカニズムは解明されておらず、落雷発生を正確に予測することは困難であるが、落雷

事故は適切な情報収集と判断で避けることができるとされている。以下の点に留意し、適切な措置

を講じることが求められる。

①あらかじめ気象情報に注意して、雷発生の危険性があると判断した場合は、活動予定の変更を検

討する。特に建物や車など周囲に何もない状況下では、落雷の予兆があった時点で速やかに活動

を中止する。

②雷注意報・警報の発令があり、落雷の危険性が高いと判断した場合は直ちに活動を中止する。

③頭上に厚い黒雲、突風、急激な気温低下、激しい雨、雷鳴、雷光等の予兆現象があった場合は、

状況を判断し早急に活動を中止して、近くの建物、自動車、バスの中などの安全な場所に避難する。

④高い物体からは 4 m 以上離れ、特に樹木からはできるだけ離れて、安全な場所に避難する（林

や森は危険）。

⑤避難する安全な場所は、自動車の中、バスの中、列車の中、鉄筋コンクリー建物の内部であり、

木造建物の内部も多くは安全である。しかし、仮小屋やテント内は危険である。

⑥避難する時に、コンクリートの電柱や鉄塔から 2 m 離れた場所や電線の下は比較的安全とされ

ている。ただし、木製の電柱には近づかない。

⑦安全な場所に避難できなかった場合は、高い物体から 4 m 離れて、窪地があればそこで姿勢を

低くして雷活動が止むのを待つ。

⑧雷活動が止んで 30 分以上経過してから屋外に出る。その場合でも、天気予報等で雷に関する情

報を入手し、慎重に判断する。

3）落雷による事故発生時の対応

落雷を受けたとしても、迅速な心肺蘇生（AED の活用）の実施により一命を取り留めることができ

る可能性があり、心肺停止に対する対応を適切に行えるよう訓練を積んでおくことが重要である。
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第 4 章 ｜ 施設・設備等の整備・点検と医療機関との連携

　1．施設・設備等の安全点検

　スポーツ活動の「事前→活動中→事後」において、使用する用具の不具合や破損などがないかの確認、施

設・設備に問題がないか、点検マニュアルに従い日常点検を徹底する。そのため、指導者や管理者が用具や

施設・設備を正しく維持管理するための知識や技術を身につけることや、専門業者による定期的な保守点検

を行うことは、事故を未然に防止するためには大変重要になる。また運動部の活動前に、利用するスポーツ

施設・設備等の危険個所を確認するチェックリスト等を活用することも有効である。

（1）スポーツ施設・設備・用具の保守点検の概要

 　スポーツ施設・設備・用具の異状については、早期対応が重要となる。一人ではなく複数人数で点検を行

うことによって、一人では見落としがちな点までチェックすることができるため、ヒヤリハット等による早期発見、 

早期原因究明、早期予算化、早期修理につなげることが可能となる。

　保守点検を行う際には、チェックリストを作成し、確認すべき項目（耐久性のある箇所と消耗品の部分など） 

をあらかじめ洗い出しておくこと、点検結果を記録（データ化）して履歴を管理・活用し予算化することで、 

確実で高度な点検を行うことが可能となる。

　日常的な点検とは別に、年に 1 度は専門業者に定期点検を依頼し、短・中期修繕計画を含めた報告書を

提出させて実行することで、さらに安全性を高めることができる。

　保守点検の結果から想定されるリスクに応じて対処の優先順位を検討し、スポーツ施設・設備・用具の修

繕が困難な場合、使用禁止の措置や、ソフト面（マニュアル作り、マニュアル順守、ルール化及びこれらの教

育等）での対処を行う。

（2）スポーツ施設・設備・用具の保守点検方法

　公益財団法人スポーツ施設協会のチェックリストや公益財団法人日本体育施設協会施設用器具部会発行

「スポーツ器具の正しい使い方と安全点検の手引き」を利用し、スポーツ用具の点検用チェックリストを作成

する。点検すべき項目について、次のような方法で点検作業を行う。

●目視…正しく設置されているか、不足部品などがないか確認すると同時に、破損、変形、劣化などを調べる。

●打音…ハンマーで叩いて音を聞き、破損、亀裂、腐食などを調べる。

●振動…揺り動かすことにより、ぐらつきや安定度を調べる。

●負荷…重量をかける、押す、引く、捻るなどの負荷をかけて充分な強度があるかを調べる。

●作動…動く部分については、回転、開閉、上下、左右、前後などが潤滑に作動するかを調べる。

　また日常的な保守点検は、対象となるスポーツ施設・設備・用具の材料やその特徴を踏まえて実施する必

要がある。ほこりは化学雑巾で拭き取り、手垢などの汚れは水を固く絞ったタオルに中性洗剤をつけて拭く。

摩耗する部分は常に注油しておく。錆が出始めたら、目の細かいサンドペーパーで軽くこすって錆を除き、塗

装してあるものは同色の塗料で塗る。自動車用ワックスで日頃から軽くワックスを掛けておく心掛けが必要で

ある。メッキは錆びたり剥離したりすることがある。目の細かいサンドペーパーで軽くこすり錆を除くか、市販
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の錆とり剤を使用する。日頃のワックス掛けが必要である。

　さらに専門業者によるメンテナンスとして、定期点検や、必要に応じて高所取付け物やハイテク製品（OA

機器搭載型電気製品）などの随時点検を依頼する。移動式バスケット台、防球ネット、体操競技器具、競技

支柱、卓球台、審判台、得点板、床金具など、見逃しやすい重大な故障がないか保守点検する。

（3）安全具の整備・点検

　スポーツ活動に使用する用具の定期的な点検・整備は、用具本来の性能発揮に資するだけでなく、破損等

に伴う事故防止の観点から、安全管理上も極めて重要である。また、スポーツには、活動に伴う「危険」が

存在する場合もあるが、予防可能な「危険」もある。主体的な要因と、環境的な要因のうち、主体的な要因

のなかで安全具（防具）を適切に使用することで「危険」を減少させることが可能になる。一方で、安全具

の整備不良は事故に直結するため、各自が習慣的に点検を行う事や、専門業者を招きチーム全体で定期的に

メンテナンスする必要がある。

　以下に安全具の例として、ヘルメット・ヘッドガード、及びマウスガードの効用と適切な使用事例を示す。

1）ヘルメット、ヘッドガード

　スポーツヘルメットには、自転車用、スケートボード用、野球用、スケートボード・スノーボード用

など硬質材料で作製されているもの多い。ヘッドガードは空手、少林寺拳法などで使用されるもの

があり、頭部顔面を被覆する軟性材料で作製されることが多い。

　これらのヘルメット等は繰り返し衝撃が加わると、衝撃吸収機能が低下する。衝撃を受けたヘル

メット等の継続使用は、事故の危険性を高めるため、老朽化による亀裂や劣化の有無について定期

的な安全点検を行うべきである。

　一部の競技においては、ヘルメット等の着用が義務付けられており、規格も厳格化されている。

また、万一の事故に備えて、競技大会においてだけではなく、通常の練習でもヘルメット等を着用す

ることが望ましいと考えられる。一方で、ヘルメット等の着用は、頭部の温・湿度が上昇させる原因

となり、熱中症を起こしやすい状況を作り出すことになるため、注意が必要である。

2）マウスガード

　マウスガードは「スポーツによって生ずる歯やその周囲の組織の外傷を予防したり、ダメージを軽

くしたりする目的で、主に上の歯に装着する軟性樹脂でできた弾力性のある安全具」を意味する。

作製方法により複数のタイプのマウスガードが使用されているが、いずれも個人に合わせた作製・調

整が求められ、変形や破損などを定期的なメンテナンスによって確認する必要がある。歯、口唇、

口腔粘膜等に対する外傷予防効果が、疫学的な検討によって確かめられている。

　2．医療機関との連携

（1）医療機関との連携とヘルスケアプロバイダー

　UNIVAS に所属する大学・競技団体等は、学生アスリートの健康を維持・向上するために、医療機関を含
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む以下の 3 つの組織による連携体制を構築することが望ましい（図 4-1）。

●医療機関（大学医学部附属病院や、近隣の基幹病院、診療所、クリニック等）

●大学内の学生健康管理部門（健康管理センターや保健センター等）

● UNIVAS 安全安心委員会・部会

　※ UNIVAS では将来的なスポーツ医科学部門（リサーチコーディネートセンターやメディカルセンター等）の　　

　　設置を検討している

　これらの組織間連携に関わる人員、ヘルスケアプロバイダー（Health Care Provider、HCP）を配置す

ることを目指す。そして HCP を中心に、連携体制を確認し（１年に１回以上）、連携医療機関の名称と

電話番号等連絡先の情報、及び連絡方法を UNIVAS に所属する大学・競技団体等関係者、及び学生

アスリートに周知する。

（2）ヘルスケアプロバイダーの役割

　HCP は、大学・競技団体等に所属する医療従事者（医師、看護師、救急救命士、薬剤師等）やトレーナー

などが担当するのが望ましいが、必ずしも医療従事者やトレーナーである必要はない。 

　HCP は、UNIVAS やその他スポーツ医科学団体等からの情報を受け取り、スポーツ医科学の安全安心に

関わる情報収集と関連知識の向上に努める。年度始めの段階で、学生アスリートの連絡先、及び緊急連絡先

（家族や連絡すべき人の連絡先）を確認し、リスト化する。また、学生アスリートが医療機関を受診したり、

UNIVAS 内安全安心部門や大学内学生健康管理部門へ連絡したりできるように、連携体制を事前に明らかにする。

　HCP は、以下の①～④に関わる業務をコーディネートするように努める。

①スポーツ参加前検診と、定期的継続的な検診

　UNIVAS に所属する大学・競技団体等は、学生アスリートにスポーツ参加前検診と、定期的継続的な

図 4-1　医療機関・大学内学生健康管理部門・UNIVAS 内安全安心部門との連携体制

UNIVAS加盟大学

医療機関
（病院, 診療所等）

UNIVAS
（安全安心部門）

UNIVAS加盟競技団体

HCP

大学内学生
健康管理部門

大学病院
（ある場合）

スポーツ外傷障害疾病
発生の報告

スポーツ医科学の
情報

連携

学生
アスリート

連携

受診

PHE
リスト化

医療サービス提供

受診

Injured
Athlete

医事委員会等

*

HCP : Health Care Provider,   PHE : Periodic Health Evaluation*

UNIVAS

受診,
または
　報告
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検診（Periodic Health Evaluation、PHE）として大学での学生健康診断、または、それに代用となる

健康診断を受けるように指導する。HCP はリスト化された学生アスリートが年１回の学生健康診断を受診

していることを把握する必要がある。年１回の学生健康診断を受診していない学生アスリートがいる場合、

HCP は当該大学・競技団体等に対し、受診を促すよう助言する。また HCP は、スポーツ参加前検診と

定期的継続的な検診により、学生アスリートがスポーツ参加に適していることを確認する。さらにスポー

ツ参加について精密検査や追加検査などの指示がある場合には、スポーツ参加前に必要な検査、処置、

手当等を受けることを当該アスリートに勧める。

②スポーツ活動が行われる場所の医療機関との連携

　UNIVAS に所属する大学・競技団体等は、HCP を通じてスポーツが実施される場所で、適切な医療

が受けられるように事前に計画し、学生アスリートがスポーツ参加前、または参加中に、受診できるよう

医療機関へ連絡しサポートすることが望ましい。

③スポーツ外傷・障害及び疾病発生時の対応

　UNIVAS に所属する大学・競技団体等は HCP を中心に、スポーツに関連する外傷、障害及び疾病の

発生時に、連携医療機関への速やかな受診、または搬送を可能にするため、学生アスリートと緊急連絡

先への連絡を行う。

　UNIVAS に所属する大学・競技団体等は HCP を中心に、重症外傷・疾病（入院、または手術が必

要な場合）の発生時には、医療機関以外に、大学内学生健康管理部門や UNIVAS 内安全安心部門に

連絡を行う。

④スポーツ活動の休止と復帰に関する医療機関との連携

　UNIVAS に所属する大学・競技団体等は、スポーツ外傷・障害・疾病の発生状況を鑑み、スポーツ

活動を休止する措置をとることも必要である。また、休止を助言されている学生アスリートに対し、十分

な休止がとれるように配慮する。スポーツ活動の休止と復帰に関して、学生アスリートが必要な医療機関

を受診して助言を受けられるように、HCP を通じて連携、アドバイスを行うことが望ましい。

　3．自動体外式除細動器（Automated External Defibrillator、AED）の設置

（1）スポーツ施設における AED の適正配置

　スポーツ活動に伴う心臓突然死はランニング（マラソン）、水泳、野球、サッカー、ラクロス、剣道、空手

など様 な々スポーツで起こり得る。スポーツ中の心臓突然死の場合、周囲に人（バイスタンダー）がおり、その

バイスタンダーが心停止の瞬間を目撃するケースが多い。またスポーツ施設で発生した心停止では、バイスタ

ンダーによる CPR が施される可能性が高く、加えて心停止現場の近くに AED が設置されていることが多い。

これがスポーツ施設内で生じる心停止の特徴である。

　本邦では一般社団法人日本救急医療財団による「AED の適正配置に関するガイドライン」が公表されて、

適正に AED を設置・使用することが推奨されている。同ガイドラインにおいて、スポーツ施設は AED 設置が
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推奨される施設とされており、AED を効果的に使用するために設置を考慮すべき施設（場所）は、以下の

4 つの要件のいずれか該当するものとされている。

●心停止の発生頻度が多いスポーツ施設

●心停止の発生の可能性があるスポーツ競技やスポーツイベントが行われる施設

●心停止の目撃が多い・救助する人が多い場所

●救急隊到着までに時間を要する場所

（2）AED 設置が推奨されるスポーツ施設と種目

1）スポーツジム、及び大学スポーツ関連施設

　スポーツジム、スポーツ管理事務所を伴うグラウンド、球場等、屋内・外競技場、体育館、プール、

柔道場、剣道場などのあらゆるスポーツ施設には、AED を設置することが望ましい。特に運動

強度の高いスポーツ中の心室細動の発生が多いと報告されており、それらを実施するスポーツ関連

施設には、積極的に AED を配備すべきである。

　さらに多数の観客が集まることが予想される場合には、観客に対する救護も必要である。したがっ

て、各スポーツ施設に AED が１台あれば良いわけではなく、複数台を計画的に配置することが望ま

しい。また稀にしか開催されない屋外スポーツイベント等では、AEDを常備することは非効率であり、

当日のみレンタルする方が現実的な場合もある。合宿や遠征といった普段と異なる場所でスポーツ活

動を行う際には、携行可能な AED を準備することが望ましい。

2）心臓振盪の発生の多いスポーツ

　ボールや人同士がぶつかる野球、空手、サッカー、ラグビーなどのスポーツ種目では、心臓振盪

による突然死の発生が比較的多いと報告されている。これらのスポーツ種目を行う団体は、AED

の準備を徹底すべきである。

3）大規模なマラソン大会

　強度の強い運動を行った場合には、心臓突然死のリスクが高まることが知られおり、運動種目別

にみるとマラソンにおける発生頻度が極めて高い。東京マラソンでは、参加者 10 万人当たり、心停

止 1.53 件と報告されている。大規模なマラソン大会では迅速な AED 使用を可能にするため、定点

配置のみならず、併走車や自転車隊などを利用したモバイルAED 体制も有用であり、コース全体に

効果的に配置することを目指すべきである。
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（3）AED 設置に際して考慮すべき点

1）アクセスしやすい場所への設置

　AED 設置場所は、心停止の発生から 5 分以内に装着して電気ショックができるところが望ましい。

つまりAED は、心停止の発生頻度の高い場所の近くへ設置することが求められる。そのため、大

学施設内では保健室や健康管理室内だけでなく、心停止発生のリスクが高い場所（運動場や体育

舘等）への配置を最優先すべきである。その際、さらに以下の点に注意し、動線についても十分に

検討しておく必要がある（図 4-2）。

①発生場所から片道 1 分以内の範囲に設置

②高層ビルではエレベーターや階段等の近くに設置

③広いグラウンドや競技場では、通報を受けた AED 管理者が自転車、カート、バイクなどを使っ

て迅速に運搬して時間短縮できる体制を考慮

2）分かりやすい場所への設置

　AED を設置している建物の入口付近、普段から目に入る場所、多くの人が通る場所、目立つ看

板を設置できる場所などに設置すべきである。

3）AED の誘導標識の設置（100m 四方に最低 4 か所）

　初めて訪れるスポーツ施設であっても AED の設置場所が分かるように、AED 誘導標識を設置

する必要がある。AED を迅速に取りに行くため、AED 設置場所の周囲 100m 以内に最低 4 か所、

可能ならば 8 か所に、AED 標識（サインボード）を設置する。特に、トイレの看板がある場所、

建物の入り口、エレベーター脇や階段、部屋のつき当たりや、道路の分岐点などに設置すると効果

的である。

P
U

U

U

U

U

U Uターンできるポイント
緊急車両進入可能経路

P

図 4-2　AED へアクセスする動線の確保

40



4）誰もがいつでも使用でき、アクセスできる場所への設置

　AED 設置にあたり、24 時間アクセス可能で、鍵をかけない場所、あるいは警備員やガードマン等、

常に使用できる人がいる場所が望ましい。時間によって使用制限がある場合は、その状況を表示す

べきである。

5）固定式競技のAED の設置

　心停止の発生リスクの高いスポーツでは、活動が行われる場所に携帯型 AED を用意し、いつで

も使用できるように準備しておくことが重要である。一方、陸上競技場、ラグビー、アメリカンフッ

トボール、サッカー、野球などの活動場所が固定された競技では、心停止発生後3分以内の電気ショッ

クが可能な場所に、救護スタッフとともに AED を設置することが望ましい（図 4-3）。

6）移動型競技でのAED の設置

　マラソン、トライアスロン、ゴルフ、トレイルラン、オープンウォーターレースなど選手が移動する

競技では、AED を固定位置に備えるだけでは不十分で、AED を選手に合わせて移動させる工夫

が求められる。東京マラソンでは 1.5 ㎞おきに自転車に乗ったモバイル救命チーム（分速 700 m）

が AED を 3 分以内に使用できるようにしており、さらに 500 m 間隔で 70 人近いAED を携行した

一次救命処置（BLS）ボランティア（分速 300 m）が、42.195 km をすべてカバーして心停止に迅

速な対応ができるようにしている。移動方法として自転車、バイク、電動カートなどを利用した

AED 搬送システムを構築することが望まれる。

入口

搬送出口

入口

●●●●●●●●●●●

●●●●●●●

ストレッチャー×1
スクープストレッチャー×1
車いす×1

AED×1
その他外傷資機材
バイタル資機材
経口補水液など

人　員
救急救命士×2
救護学生×2

救護待機

オフシャル 選手待機選手待機

人　員
大会責任者×1
大会ドクター×1

図 4-3　固定式競技での AED 設置
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7）AED 設置施設の職員等に対するAED 教育

　スポーツ施設等に AED 設置を行うだけなく、当該施設の職員や利用する学生、活動責任者も

AED を用いた救命講習を受けておくべきである。いざという時に備えて迅速な対応を確実にできる

ような準備（緊急時行動計画）が必要である。

　また大会等開催時には、パンフレットや場内アナウンスを用いて、参加者全員に AED の位置を

周知することが重要である。

8）壊れにくく管理しやすい場所への設置

　屋外で行われるスポーツ活動に対して AED を準備する場合、防水性のボックスが必要なことも

ある。簡易防水機能が付与された AED が多いが、精密機器であるため、雨に弱い。また設置場

所が 50℃以上の高温になると、除細動パッドが溶けることが知られている。AED を屋外に設置す

る際には、これらの環境条件による制約があることを理解しておく必要がある。

　4．湿球黒球温度（Wet Bulb Globe Temperature、WBGT）計の設置

（1）暑さ指数 WBGT の活用

　WBGT は、熱中症予防を目的として 1954 年にアメリカで提案された熱中症

指標である。WBGT は人体と外気との熱のやりとり（熱収支）に着目し、人

体の熱収支に与える影響の大きい気温、湿度、輻射熱、及び気流の 4 要素す

べてを反映した指標である。WBGT を測定できる機器が安価で購入できるよ

うになり、熱中症の予防のために WBGT を測定できるようになった（図 4-4)。

（2）スポーツ活動中の熱中症発生と WBGTとの関係

　WBGT は熱中症発生に強く関連し、WBGT が増加すると熱中症発生件数が

増える傾向にある（図 4-5）。したがって計画的に WBGT 計の購入・配備を推進し、スポーツ活動を行う

場所の WBGT を基に適切な活動内容を選択していくことが、効果的な熱中症予防対策となる。

（3）危機管理としての WBGT 測定

　熱中症という重大事故を未然に防止するには、スポーツ活動時に定期的なWBGT 測定を行い、暑熱環境

の把握に努めることが重要となる。WBGT を基準にして運動の仕方（休憩や水分補給の方法等）や注意点

を示したのが「熱中症予防運動指針」（図 3 −10）であり、この WBGTと指針の有効活用が危機管理体制

の構築に資するものとなる。

　また熱中症を予防するために、競技規則への WBGT 導入を推進している公益財団法人日本サッカー協会

（Japan Football Association、JFA）の先進的取組がある。JFA 熱中症ガイドラインによれば、大会や試合

会場の WBGT に基づいて飲水タイムやクーリングブレイクが設けられ、あらかじめ定められた熱中症対策を

講じないと試合開催が認められないことになっており、WBGT を活用したスポーツ活動時の危機管理のあり

方を示している点で、他のスポーツ種目にとっても参考になる。

図 4-4　WBGT
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第 5 章 ｜ 事故発生時の対応体制

　1．適切な連絡経路の確保

（1）大学スポーツにおける平常時連絡経路の確保

　UNIVAS に所属する大学・競技団体等は、学生アスリート及び緊急連絡先（家族等）に対し平常時に連絡

がとれる方法を確保し、大学の学生スポーツ管理部門及び学生アスリートの双方に対し明らかにすることが望

ましい。

（2）スポーツ外傷・障害・疾病発生時（重症以外の場合）の連絡経路

　UNIVAS に所属する大学・競技団体等は、学生アスリート及び緊急連絡先（家族等）に対しスポーツ外傷・

障害・疾病の発生時（重症以外の場合）に、夜間または休日等に連絡できる方法を確認しておかねばならない。

（1）と異なる連絡経路を確保しておかなければならない。

（3）スポーツ外傷・障害・疾病発生時（重症の場合）の連絡経路

　UNIVAS に所属する大学・競技団体等は、学生アスリート及び緊急連絡先（家族等）に対しスポーツ外傷・

障害・疾病の発生時（重症の場合）に、夜間または休日等に連絡できる方法を確認しておかねばならない。

緊急連絡先は２箇所以上を確保しておかねばならない。

（4）自然災害、人的災害時等の連絡経路

　UNIVAS に所属する大学・競技団体等は、落雷や豪雨、地震、洪水等の自然災害や、テロ、紛争等に備え、

連絡先及び連絡方法を事前に把握しておくことが望ましい。大規模災害時など、平常時の連絡先が使えない

ことを想定して、複数の連絡経路、連絡先を確保しておかねばならない。

　2．緊急時対応プラン（Emergency Action Plan、EAP）の策定

（1）スポーツ時における安全管理体制の作成と実行

1）EAP の要素

　大学では多くのスポーツ活動が様 な々レベルで行われている。いかなるスポーツ現場においても、

頭部外傷、頚部外傷、熱中症、心停止など、スポーツ活動中の重大事故への適切な対応が求めら

れる。大学スポーツにおいても重大事故に対する EAP を事前に構築しておき、緊急時に適切な対

応が取れるように準備することが大切である。

　第 2 期スポーツ基本計画（2017 年）の答申には、「種目別や世代別のスポーツ障害、外傷、事故

等の情報収集・分析を行うとともに、安全確保に向けた方策をとりまとめ、普及・啓発することにより、
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安全にスポーツを行うことができる取組を促進する」とある。つまり、大学スポーツの振興とともに、

EAP の概念を大学スポーツ内に広めることは、UNIVAS に求められる重要課題であり、UNIVAS

が希求する安全安心なスポーツ環境を構築する第一歩である。

　EAP の要素は以下の通りである（図 5-1）。

●発生を予測し得る傷病に対する未然の予防（Prevention）

● 3 つの H【頭部外傷（Head injury）、熱中症（Heat stroke）、心臓突然死（Heart sudden 

death）】に対する対策

●周到な準備と重大事故への迅速な対応（Responses）

●事故発生時の救命処置

●救急搬送記録の実施

（2）応急処置を可能とする救護体制と資機材の配置

　多くのスポーツ活動を大別すると、固定型スポーツ（ラグビー・アメリカンフットボール、サッカー、野球、

バスケットボール、ハンドボールなど）と移動型スポーツ（マラソン、トライアスロン、自転車競技など）に分

類され、その準備も異なる。

　EAP を作成するには事前打ち合わせ、当日打ち合わせ、そして事後の打ち合わせが必要である（図 5-2）。

1. 試合当日日程
2. 試合会場で救急救命士が待機する場所・救急車を停車させる位置
3. 傷病者の搬送方法と搬送経路
　 →救急車とドッキングしやすい場所はあるか。
4. 救急救命士（中等症～重症）とトレーナー（軽傷）の役割分担を明確化
5. 周辺医療機関の把握
　 →病院名、診療科、診療時間、電話番号の一覧を作成。

1. 各チーム監督・コーチ・トレーナー・医師との顔合わせ
2. メディカルチェック計画
　 →各チームの試合前メディカルチェック状況について確認する。
3. 選手のコンディション管理
　 →1年以内に怪我や病気罹患した選手の有無、治療経過と試合出場状況。
4. 救急救命士（中等症～重症）とトレーナー（軽傷）の役割分担を確認。

1. 各チーム選手の状態を報告
2. 試合救護体制としての反省・改善点

事前打ち合わせ

当日打ち合わせ

試合終了後
打ち合わせ

試
合
開
催
時
打
ち
合
わ
せ
内
容

安全管理体制（エマージェンシーアクションプラン）の作成と実行

●スポーツ中に発生し得る傷病の予測と準備
●心停止・熱中症・頭部外傷に対する対策

●心肺停止に対するAED配置と迅速な
　心肺蘇生開始のための体制構築
●熱中症の予防と頭部外傷の早期認識

●地域救急医療の圧迫の回避
　…事前の医療機関の確認
　…医療機関への搬送方法の確保
　

予測できる傷病、
重症化の予防

3つのHの救命

不要な
救急要請の削減

可能な限り

それでも100％の予防はできないので

スポーツ大会開催が理由による

図 5-1　EAP の要素

図 5-2　EAP 作成に必要な打ち合わせ
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1）救急担当責任者を中心とした、救護体制の事前打ち合わせ

　事前打ち合わせでは、救護体制の準備、資機材の確保、当日対応人員の配置、当日の対応、周

辺の医療機関の確認、通信方法、119 番の際の確認、救護者の待機場所の確認など、試合などの

救護において必要な要素を確認する。

●救護人員：医師・看護師、救急救命士、その他、救護ボランティアの情報共有（マニュアル作成）

●会場整備：救護本部・救護所の設置、必要数のAED、救急処置機材・医薬品の準備

●消防署との連携：緊急時連絡手順の確認、救急車の受け入れ態勢（動線）確認

●病院との連携：搬送先病院への事前挨拶と当日の受け入れ体制の確認

●救護チームへの天候やコンディション（WBGT 測定）情報の共有と注意喚起

●多数参加型選手や対戦型（チームトレーナー）などと選手情報共有と共同作業の動線確認

2）当日打ち合わせと救護担当者への情報共有

●各関係者との顔合わせを実施し当日情報の共有

●救護マニュアルの確認と役割の確認

●傷病者の発生時の搬送経路確認や動線の確認

●メディカルチェックの結果や、選手のコンディションなどの情報共有

●試合（大会）開催挨拶や事前アナウンスにて救護体制やAED 設置場所の周知

●参加者への天候やコンディション（WBGT 測定）情報の共有と注意喚起

3）事後打ち合わせ（救護記録の確認と事後検証体制の確立）

●救護記録（重症・中等症と軽症用）の確認・登録

●問題事例の抽出と救護担当医師による事後検証の実施

●救護体制全体の反省と報告

●次回へむけた修正とその共有と PDCAサイクルの実施

4）移動型スポーツにおける救護体制の概略（大規模マラソンを例に）

　マラソン、トライアスロン、ゴルフ、競歩など長距離にわたり移動する競技では、AED を固定位

置に備えるだけでは不十分で、AED を移動させる工夫が求められる。具体的には自転車、バイク、

電動カート、自動車などを利用した AED 搬送システムや、多数の救護チームを把握するために中

央通信システム構築と、スマートフォンなどを活用した救護救急ボランティアの招集システムなどを構

築することが望まれる。

●救護記録（重症・中等症と軽症用）の確認・登録

●問題事例の抽出と救護担当医師による事後検証の実施

●救護体制全体の反省と報告

●次回へ向けた修正とその共有と PDCAサイクルの実施

5）固定型救護所の設置（ハンドボールを例に）

　固定型救護が可能な、アメリカンフットボール、ラグビー、サッカー、野球、ラクロス、レスリング、
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体操、剣道、柔道などでは練習や試合に参加する現場スタッフが応急手当の機材を準備する必要

がある（図 5-3）。スポーツ中のケガや事故に対応できる資機材として、AED や人工呼吸マスク等の

蘇生セット、擦り傷等に対応できる外傷セット、観察セット、熱中症や低体温症に対応する代謝セッ

トが必要となってくる（図 5-4）。その資機材場所が一目でわかるような掲示をする事が望ましい。ま

た、救急車の侵入経路や U- ターン路などの詳細な情報もまとめて地域の救急隊と共有しておくべき

である（図 5-5）。

入口

搬送出口

入口

●●●●●●●●●●●

●●●●●●●

ストレッチャー×1
スクープストレッチャー×1
車いす×1

AED×1
その他外傷資機材
バイタル資機材
経口補水液など

人　員
救急救命士×2
救護学生×2

救護待機

オフシャル 選手待機選手待機

人　員
大会責任者×1
大会ドクター×1

図 5-3　固定式競技での AED 設置

48



図 5-4　救護に使用する応急手当て資機材の確認と整理

図 5-5　救急車の侵入経路と待機場所等

資機材は分類ごとに分けて整理・保管し、
チェックリストを用いて数量や使用期限等を確認する。

救
急
救
命
処
置

静
脈
路
確
保
セ
ッ
ト

●●●●●●●

●●●●●●●●●●●

資機材 数量 チェック チェック数量資機材分類
感染予防セット

観察セット

外傷セット

その他

BLSセット

代謝セット

試合会場マップ 　

　出入口

管理
A棟 駐車場ラグビー・アメリカンフットボール場

構内道路

救急救命士待機場所

救急車待機場所

チームテント

　出入口

チームテント
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（3）事故発生時のフローチャートとフィールドトリアージ

　事故発生時のフローチャートとフィールドトリアージについての例を示す（図 5-6）。発生した傷病者が重症で

すぐに医療機関への搬送（119 番）が必要か（トリアージ赤）、少し時間を経過してから受診で大丈夫か（トリアー

ジ黄）、応急手当のみで良いか（トリアージ緑）について、現場で判断することをフィールドトリアージという。

　この判断は決して 100％正確である必要はない。まずは大まかに救急車が必要な状態か、経過観察をすべ

きかを判断するものである。もし救急車を呼ぶと判断した場合には、手分けして、ケガをした学生に対応 する

係、AED や救護機材を取りに行く係、発生時間や処置の内容などを記録する係、警備員に連絡し救急車を

誘導する係、運動部の責任者に連絡する係、健康管理室などに連絡する係に分担して対応を行うことが望ま

しい（図 5-7）。

怪我人発生

怪我人の状態確認

応急手当レベル

応急手当

競技復帰が
可能かの判断

・歩行可能
・擦り傷や捻挫など
・意識もしっかりしている

手当・処置 １１９番通報

緊急手当
CPR・AED・止血等病院連絡・準備

関係者連絡 関係者連絡

・歩けない
・骨折の疑い
・頭、首を受傷した

・普段通りの呼吸なし
・意識・反応がない
・手足が動かない
・大量出血

病院受診レベル 救急車要請レベル

図 5-6　事故発生時のフローチャートとフィールドトリアージ

救急車を呼んだ時にやること・するひと！
・負傷者に対応する人（5～6人）
・AED、救護資器材を持ってくる人（1～2人）
・記録係（時間系列、情報を紙にまとめる人）（2人）
・警備員に連絡し救急車を誘導する人（1～2人）
・監督・コーチに連絡する人（1～2人）
・健康管理室、学内の職員、教員に連絡する人（1～2人）

　

図 5-7　救急車を要請した際に実施すべきこと・ひと
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（4）緊急時の連絡先の確認

　重大事故が発生した際の部内の連絡先、大学内での連絡網などのリスト、近隣の病院などを作成しておく。

練習場に掲示したり、試合等では学生や指導者等が常に持参したりして、迅速な対応を可能にする準備をし

ておくことが望ましい（図 5-8）。

図 5-8　緊急時連絡先のリスト化

P
U

U

U

U

U

U Uターンできるポイント
緊急車両進入可能経路

P

所 在 地 ◯◯◯市◯丁目◯番地　◯◯◯◯キャンパス

部内連絡先
監　　　督：

コ　ー　チ：

トレーナー：

そ　の　他：

近隣医療期間連絡先

学内連絡先
警　備　室：

学生厚生課：

健康管理室：

そ　の　他：

◯◯◯◯病院： ◯◯◯◯病院：
内科・整形外科

◯◯◯◯病院： ◯◯◯◯病院：
救急病院

救急相談センター #7119※救急相談センターでは救急車要請判断、病院紹介をしてくれる

救急車
搬入口

健康管理室
　　　1F
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（5）EAP の課題

　スポーツ現場における EAP の現状には、課題が山積している。これは大学スポーツのみならず、プロスポー

ツを含め、社会における EAP の認知度と普及度が低いことによる。全国的にも、EAP に基づく救護体制が

整っている大学・競技団体等が少ない。大学関係者・スタッフに対しての、EAP 教育・講習を推進していく

必要がある。以下は、応急処置教育としての具体的内容の提案である。

● AED を含む心肺蘇生法の理解

●熱中症や脳振盪への対応

●擦り傷、出血、捻挫、骨折等のケガへの対応

●アナフィラキシーショックへの対応

●重症度、緊急度、救急車要請判断等のトレーニング

●搬送法の知識と技術の獲得

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＜参考文献＞
一般社団法人 JPTEC 協議会（2016）JPTEC 外傷のためのファーストレスポンダーテキスト、へるす出版、東京
一般社団法人日本蘇生協議会（2016）JRC 蘇生ガイドライン 2015、医学書院、東京：P410-458
国士舘スポーツプロモーションセンター（2019）Basic Sports First Responder Textbook 
広瀬統一、泉重樹、上松大輔、笠原政志（2019）アスレチックトレーニング学、文光堂、東京 
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第 6 章 ｜ リスクマネジメントとしての保険加入

　1．保険加入の必要性

　 スポーツ活動を行う際、事故やケガが発生しないように最大限の配慮を行ったとしても、想定外の事故や 

ケガを防ぐことは原理的に不可能である。学生、特に運動部学生やその指導者等は、スポーツ活動に伴う万 

が一の事故や傷害、賠償責任などに備えて、保険に加入することが強く推奨される。

　2．傷害保険と賠償責任保険

　スポーツ活動に伴うリスクに対処する保険には、主に傷害保険と賠償責任保険の 2 通りがある。傷害保険

とは、偶然な事故等によって自分自身が被った傷害を補償するものである。一方、賠償責任保険とは、学生

や指導者等が他者にケガをさせたり、他者の物を壊したりすることによって、法律上の損害賠償責任を負っ

た際の損害を補償するものである。費用負担を考慮しつつ、傷害や賠償責任に対応した適切な保険に加入す

べきである。

　3．スポーツ指導者の責任

　スポーツ指導者には、参加者の安全に配慮する義務（安全配慮義務）があり、訴訟等の場合には、想定

しうるリスクやその他すべての状況を考慮して安全配慮義務が果たされていたかどうかが問われる。ボランティ

アのスポーツ指導者にも安全配慮義務が求められ、起こしてしまった事故等に対する責任をすべて免れると

は限らない。

　4．免責同意書

  「当クラブで起きた事故やケガの責任は一切負いません」、こういった文言は免責同意書と呼ばれる。実際

に 事故や怪我が起こった場合、その原因に関連すると思われるすべての事情を考慮してその責任が問われる

た め、この一文をもって責任を免れることはできず、法的なリスクマネジメントにはならない過去の判例（東

京地裁平成 13 年 6 月 20 日判例タイムズ 1074 号 219 頁）において、免責同意書によってスポーツ指導者がそ

の責任を追及されないということは認められないという判断がなされている。どのような状況においても、ス

ポーツ指導者には事故やケガが発生しないように安全配慮義務を果たすことが求められる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＜参考文献＞
富山県教育委員会 スポーツ・保健課（2011）文部科学省委託事業 地域スポーツ指導者育成推進事業ハンドブック「地域スポーツ指導者

へのステップ」
公益財団法人日本スポーツ協会発行（2020）公認スポーツ指導者養成テキスト共通科目Ⅱ・第 2 章スポーツと法
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第 7 章 ｜ ハラスメントや暴力の防止

　1．ハラスメントや暴力への対応

　 ハラスメントとは、不適切な言動により、教育・研究・課外活動・就業の環境を害することであり、暴力とは、

身体に対する不法な攻撃の一切を指す。

　スポーツ界の一部では、これまで、ハラスメントや暴力が指導の一環として見過ごされてきたところがあった。

その背景には、勝つことを優先する考え方が蔓延し、ハラスメントや暴力行為が勝つための手段として用いら

れてきた実態がある。またそのような環境にいる選手たちが、もしもハラスメントや暴力行為に疑問を感じず

にいた場合、自身の受けた行為を次の世代に繰り返す「暴力の連鎖」が懸念される。

　ハラスメントや暴力は、指導者から学生に対して与えられるだけではなく、学生同士、あるいは指導者間で

も生じる可能性がある。したがって大学スポーツに携わる全ての関係者は、ハラスメントや暴力についての正

しい認識を備え、その発生を防止するように努めるべきである。具体的には、ハラスメントや暴力を未然に防

ぐ（加害者にさせない）ための研修や、ハラスメントや暴力行為を受けた側（被害者）や目撃者ができるだけ

早い段階で第三者に相談・通報できる窓口が用意される必要がある。また、ハラスメントや暴力行為が明る

みとなった際の大学 ･ 競技団体側の迅速な対応は、そのような行為を深刻化させないためにも重要である。

　2．スポーツ統括部局が担うべき役割

（1）相談窓口の周知・活用

　スポーツ統括部局は、各大学内または UNVAS に設置された相談窓口を学生に周知し活用することにより、

重大な問題の発生を未然に防ぐよう努めるべきである。具体的には、相談窓口が大学内のどこに設置され、

相談できる曜日や時間はいつなのか、どのような方法（メール、電話等）で相談できるのか、どのようなこと

が相談対象となるのかなどの情報を、ホームページや学内掲示を通じて、積極的に周知することに努めるべき

である。そのような対策は、「いかなるハラスメントも暴力も許されない」という大学の方針を学内外に伝える

こととなり、ひいては安全安心な大学スポーツ環境の整備につながっていくと考えられる。

（2）相談・対応体制の整備

　スポーツ統括部局は、大学内にある相談窓口や問題対応にかかわる部署・委員会等と、日頃から緊密な連

携をとっておくことが望ましい。具体的には、ハラスメントや暴力防止のためのガイドラインや、対応が必要な

事案が生じた際のマニュアル等を関係者とともに作成しておくことが望まれる。さらに、防止・対策のための

意見交換を図ったり情報共有のために定期的な会合を開いたりするなど、緊急時に十分な対応ができるよう、

事前に準備をしておくことが重要である。

（3）研修会の実施

　スポーツ統括部局は、ハラスメントや暴力防止のための研修会を定期的に実施することが望ましい。その際、
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研修の実施が形骸化しないよう、グループワークを実施したり、研修対象を分けたり（大学の管理職を対象

とした研修、指導者等を対象とした研修、学生を対象とした研修等）して、研修の活性化に配慮することが

期待される。

　ハラスメントや暴力防止のために、スポーツ統括部局で働く人たちも相談支援に係る研修を実施することが

望ましい。相談者がスポーツ統括部局に直接相談に来た場合、個人情報が漏洩しないよう徹底した体制を準

備しておくことはもちろんのこと、最初の面談で相談内容や必要としていることを聴き出し、専門機関や学内

の部署へ紹介する役割が求められる。また、時には、相談者の代弁や擁護という形で支援する役割も、スポー

ツ統括部局で働くスタッフに求められる可能性がある。したがって、常勤の有資格者を雇用することが難しい

場合は、相談対応のための内部研修が重要である。

　さらにスポーツ統括部局には、大学内部で生じたスポーツ関連の不祥事を隠蔽せず、ハラスメントや暴力

の処分に関する規定やガイドラインに則した方法で、迅速かつ毅然と対応していくことが求められる。また、

不祥事が生じた際には、それまでの体制や規程を学内における関連部署と一緒に見直すことも重要である。

不祥事の対応については、UNIVAS 作成の「大学における大学スポーツ不祥事対応に係る手引書」も参照し

てもらいたい。

　3．UNIVAS 相談窓口

　 UNIVAS では、学生のための相談窓口を開設している（https://www.univas.jp/soudan/）。学生が各大

学や UNVAS の相談窓口を活用することにより、未然に重大な事故や紛争の発生を防止することが期待でき

る。UNIVAS 相談窓口を利用できる者は「選手や、マネージャー、コーチ等の学生スタッフとして、

UNIVAS に加盟する大学または競技団体に所属し、大学スポーツに取り組む学生または大学卒業もしくは所

属後 3 年を経過しない方、その保護者、指導者及びチームスタッフ」と広範囲に定められており、多くの対

象者が利用できる仕組みとなっている。大学スポーツに関する事項であれば、原則としてすべて相談対象とし

ており、幅広い対応がなされている。

　また、相談に際して外部の弁護士が対応することで、情報管理の徹底はもちろんのこと、客観的な対応が

期待できることも特徴の一つである。相談者は、所属している大学や競技団体に対しては相談しにくい事項

についても、心配をすることなく相談することが可能である。
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